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社会資本整備審議会河川分科会 

河川整備基本方針検討小委員会（第１５４回） 

令和７年９月５日 

 

 

出席者(敬称略) 

委 員 長 中北 英一 

委  員 秋田 典子 

委  員 池田 豊人 

委  員 石塚 正秀 

委  員 梅田 信 

委  員 風間 聡 

委  員 片野 泉 

委  員 佐藤 樹一郎 

委  員 里深 好文 

委  員 佐山 敬洋 

委  員 清水 義彦 

委  員 髙村 典子 

委  員 立川 康人 

委  員 達増 拓也 

委  員 知花 武佳 

委  員 戸田 祐嗣 

委  員 中村 公人 

委  員 中村 太士 

委  員 東野 誠 

委  員 村井 嘉浩 

委  員 山田 朋人 

 

 

発言者 内容 

【事務局】  それでは、定刻となりましたので、社会資本整備審議会河川分科

会、第１５４回河川整備基本方針検討小委員会を開催いたします。本

日の進行を務めます、国土交通省河川計画課長の西澤です。よろしく

お願いいたします。また、会議は公開にて行います。報道関係者及び

一般の方には、この会議の様子を別回線のウェブ上で傍聴していただ

いております。まず、委員の御紹介をいたします。今回から審議とな

る大分川水系について、当該水系に関する知見や地域に精通した委員

及び指定区間を管理する都道府県知事として御参加いただく委員を紹



 

2 

 

発言者 内容 

介させていただきます。大分川水系に精通した委員として、大分工業

高等専門学校教授の東野誠委員です。 

【東野委員】  ただいま御紹介にあずかりました大分高専の東野でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

【事務局】  次に、大分川水系の指定区間を管理する県知事として、大分県知事

の佐藤樹一郎委員でございますが、本日は代理で大分県土木建築部河

川課防災調整監の山田様に御出席をいただいております。 

【佐藤委員代理（山

田）】 

 大分県土木建築部河川課の山田でございます。本日は代理として出

席しております。どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局】  続きまして、本日は２１名全ての委員に御出席いただいておりま

す。片野委員は到着が遅れておるようでございますけれども、社会資

本整備審議会の規則に基づきまして、求められる委員の総数以上の出

席がございますので、本委員会が成立しておりますことを御報告いた

します。また、国土交通省は、水管理・国土保全局長をはじめとする

関係課、室長が出席しております。それでは、林水管理・国土保全局

長より御挨拶をいたします。 

【林局長】  水管理・国土保全局長、林でございます。委員長をはじめ委員の皆

様、御多忙の中を御参集いただきまして、大変ありがとうございま

す。前回と前々回について流域に精通した委員として石塚委員、土器

川の関係、それから梅田委員、そして風間委員、関係都道府県の香川

県、岩手県、宮城県、今回から参加いただく流域に精通した委員とし

て東野委員、関係の都道府県として大分県に御出席をいただいており

ます。御参加いただきまして、ありがとうございます。今日は４水系

と多くなってございます。土器川、北上川、鳴瀬川、大分川というこ

とでございます。土器川については、前々回の意見を踏まえまして、

２回目の審議をいただきたいと思います。そして北上川、鳴瀬川につ

いては、前回説明し切れなかった部分をまた説明させていただき、２

回目の審議をお願いしたいと思います。それから、大分川については

今回初めてということでございます。よろしくお願いいたします。本

当に、今年も８月６日からずっと雨が降っていまして、今日もまた台

風が太平洋側を横断していくというふうなことで、本当に異常な状況

が続いてございます。何とか温暖化に対応した河川整備基本方針を早

急につくり上げて、まずは計画をしっかりつくった上で、メニューに

しっかり取り組んでいきたいと思ってございます。また、新しい取組

もいろいろ進めていただいております。そういったよりスペックが高

いと言っていいのかよく分かりませんけれども、よりすばらしい方針

をどんどんつくっていくと。そういったことで全国の川づくりがより

よくなっていくように、私どもはしていきたいと思ってございますの
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で、また、本日も忌憚のない御意見をいただければと思ってございま

す。本日もよろしくお願いいたします。 

【事務局】  それでは、中北委員長より御挨拶をお願いいたします。 

【中北委員長】  ありがとうございます。委員の皆様、国交省の皆様、今日は御参加

ありがとうございます。今回は台風でどれぐらい皆さんが集まれるの

か、逆に局の皆さんはここにいないといけないとか、そういうのがあ

るので、予定どおり開かれるかどうかちょっと心配していました。今

回は雨台風ですので、特に来る前から雨が降っていたので、結局、新

幹線が止まってしまったみたいですけれども、大変な中、皆様お集ま

りいただきまして、ありがとうございます。それから、今、８月６日

から雨とおっしゃられましたが、その前は結構、渇水ぎみでというの

で全国の渇水対策の動きがあった中、北上川の方を訪問させていただ

いたとき、その当時はダムが渇水状態だということで、この間、まだ

回復していないというふうにお伺いしましたけれども、雨が降って

も、降ってほしいところにはなかなか降らないというようなことも、

何かすごく目立つような感じになってまいりました。梅雨も早めに明

けたかと思ったらまたというような、今年は非常にややこしい年で、

それが異常気象の範疇か、温暖化の範疇かというようなところはまだ

まだ議論が必要なところだとは思いますけれども、いずれにしまして

も、ちょっと今までとは違うことが起きているという思いの中で、

私、委員長も進めていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。それでは、これで一旦戻します。 

【事務局】  ありがとうございました。それでは、ここからは議事に移りたいと

思いますので、改めて中北委員長、よろしくお願いいたします。 

【中北委員長】  西澤課長、どうもありがとうございます。それでは、今回は土器

川、それから北上川、鳴瀬川、最後にこの間訪問させていただきまし

た大分川、まだ記憶に新しいところでございますが、４つということ

で、限られた時間の中ではございますが、いろいろ御意見をいただけ

ればと思います。それでは、まず土器川の方、事務局より資料の説明

をよろしくお願いいたします。 

【事務局】  事務局の河川計画調整室長の小澤です。資料１－１、土器川水系河

川整備基本方針の変更について御説明いたします。まず、いただいた

御意見等に対する補足説明をさせていただきます。 

３ページを御覧ください。石塚委員からは、丸亀平野には土器川以

外にも金倉川とか大束川など複数の河川が流れている。想定最大規模

の浸水想定区域図では、土器川が氾濫した場合にそれらの河川にも流

入することが示されている。また、土器川旧河道のルートが５つある

ことが分かっており、旧河道は下流部の上端の常包付近の扇頂部や中
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流から流れていると。このため、上中流部と下流部の上端で洪水をコ

ントロールすることが重要であり、より効果的な貯留の場所を検討し

ていただきたいといった御意見をいただきました。こちらの資料が、

想定最大規模の浸水想定区域図と治水地形分類図となってございま

す。委員が御指摘のように、本川から支川に氾濫水が流入すること

や、旧河道が点在しているといったことが確認できます。４ページを

御覧ください。清水委員からは、祓川橋から河口のところで１,９００

㎥／sから１,５００㎥／sが減っており、ここで貯留を考えているな

ら他水系と同じように明示するとよいのではないかといった御意見を

いただきました。御指摘のように赤枠で囲んでいるところでございま

す。それから、５ページを御覧ください。清水委員から、現行の基本

方針では貯留がゼロであるが、改定する基本方針には河道の対応だけ

ではなく、貯留することになるので住民の上下流の理解が大切であ

る。この基本方針の変更に対する住民の理解をどのように得ていくの

か教えてほしいといった御意見をいただきました。また、佐山委員か

らは、基準地点の祓川橋地点の計画高水流量が１,９００㎥／sから、

河口のところにかけて１,５００㎥／sになっているが、どのように４

００㎥／sを低減させるのか教えてほしいといった御意見をいただき

ました。こちらの資料は荒川や太田川での検討事例を参考にしまし

て、中・上流部、下流部、河口部の３つの区間に分けまして、各区間

で求められるアクション又はその理由など、基本方針の変更の考え方

を整理したものになってございます。こうした資料も活用しながら、

中・上流部での貯留・遊水機能を有する施設に対する流域全体の理

解、それから効果をしっかりと、河川整備計画に関する地域住民の意

見を聞く場場等も活用しながら理解を得るような取組を行っていきた

いと考えてございます。 

続きまして、集水域・氾濫域における治水対策でございます。７ペ

ージを御覧ください。石塚委員から、流域治水の観点では、丸亀平野

に多いため池や田んぼによる貯留など、内水氾濫などに効果があると

思うといった御意見をいただきました。土器川流域では田んぼダムの

取組が推進されております。また、ため池の監視・管理体制の強化の

ために水位計等の設置が推進されておりまして、今後、ため池の事前

放流も促してまいります。 

続きまして、河川環境・河川利用についての検討でございます。９

ページを御覧ください。石塚委員から、農業用水の取水堰が河道内に

複数あり、慣行的な利水が行われている。また、出水や農業用のため

池が多数分布している。土器川の水と農業用水との関係について、把

握されている内容に具体的に触れていただきたいといった御意見をい
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ただきました。こちらは前回使用した資料でございますが、出水の箇

所が正しく表示できていなかったということで、修正してございま

す。１０ページを御覧ください。こちらの左側は、土器川の右岸のた

め池群に農業用の水を導水する大川頭首工、それから右側が、左岸側

の満濃池の方に農業用の水を導水する天川頭首工となってございま

す。それぞれグラフをつけておりますけれども、縦軸が流量で、横軸

が時間軸となっておりまして、オレンジが取水量ということでござい

ます。大川頭首工では、堰への流入量の３分の２を取水できるルール

となっておりまして、天川頭首工では、流入量が２.５㎥／sを超える

場合に限って取水できるといったルールが定められているところでご

ざいます。１１ページを御覧ください。こちらは前回御説明した資料

でございますけれども、左下の図が水収支の把握のために行った調査

で、その調査地点を示しておりますが、凡例のところに調査内容が分

かるように少し言葉を補足してございます。三角の地点が本川の流

量、四角の地点が水路・支川の流量、それから、丸で示しているのが

表流水の観測箇所となってございます。オレンジ色が出水・揚水機の

地点における取水量の把握箇所となってございまして、いろいろ調査

を進めておりますが、依然として水収支が明らかになっていない部分

が残っているというのが現状でございますけれども、こうした調査に

よって実態の把握に努めているところでございます。１２ページを御

覧ください。片野委員からは、オイカワ等の代表魚種の生態を踏まえ

て、平均水深が１０センチあれば生息が可能であると書いてある。オ

イカワは普通種なので、オイカワ以外を書いた方がよいのではないか

と。孤立淵にどういった魚種がいるのか教えてほしいと。それから、

現状の孤立淵をどのように維持していくのか教えてほしいといった御

意見をいただきました。こちらは資料のリード文の２つ目に、代表魚

種のオイカワ、カワムツ、チュウガタスジシマドジョウ、カワヨシノ

ボリのほか、重要種のオオシマドジョウやミナミメダカ等の生息場と

なっているといったことを追記してございます。また、孤立淵で１０

センチといった水深につきましては、代表魚種のオイカワ、それから

チュウガタスジシマドジョウ等の生態を踏まえて決定しているといっ

たことを記載してございます。また、リード文の４つ目に、モニタリ

ングを実施しながら平水位以上での掘削など、河道掘削の配慮によっ

て孤立淵の保全を図ることを追記してございます。続きまして、１３

ページを御覧ください。石塚委員から、気候変動による極端な降水量

の増加は治水面で重要だが、干ばつの増減も土器川にとって重要なの

で、利水も含めた低水流量の確保についても御検討いただきたいとい

った御意見をいただきました。それから、中北委員長から、温暖化の
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影響で低水がどうなるのかチェックして教えてほしいといった御意見

をいただいたところでございます。こちらの左側が観測データになっ

てございまして、年平均降水量につきましては、観測データ上は大き

な変化はないところでございます。右側がアンサンブル予測データに

よる分析結果となってございまして、上段の方に年間雨量を整理して

ございまして、過去実験と２℃上昇時、それから４℃上昇時を整理し

てございます。まず平均値で見ますと、２℃上昇で年間雨量は横ば

い、４℃上昇では１割ほど年間雨量が低下する予測結果となってござ

います。中央値で見ると、２℃上昇の場合も減少する予測結果となっ

てございます。それから、下段が月別の雨量で見ておりまして、過去

実験と２℃上昇時、４℃上昇時を整理してございまして、青色が過去

実験、緑色が２℃上昇、赤色が４℃上昇となっておりますが、４℃上

昇時は夏の降水量が減少するといった予想結果となってございます。

右上に整理したのが年平均の無降雨日数でございまして、２℃上昇

時、４℃上昇時とも無降雨日数が増加傾向といったところでございま

す。石塚委員から御指摘の低水流量の確保については、本文の方で記

載していますので、後ほど御説明します。１４ページを御覧くださ

い。中村太士委員から、ミナミメダカとチュウガタスジシマドジョウ

がこのハビタットを代表する種なのか明確にしてほしいということ

で、リード文の方に明確化してございます。１５ページ、１６ページ

は技術的な資料の修正でございまして、ヨシ原をオオヨシキリの採餌

場と記載しておりましたけれども、繁殖場として修正したほか、種の

名前、それから、保全対象の名称などを正確な名称に修正してござい

ます。１７ページを御覧ください。中村太士委員から、生態系ネット

ワークの資料はコウノトリだけを特出ししているが、縦断方向の連続

性、それから堤内とのつながり、支川と本流とのつながりなど、全体

を評価した上で整理していただきたいといった御意見をいただきまし

た。御指摘を踏まえまして、生態系ネットワークの形成の考え方につ

いて見直しをしてございます。土器川は瀬切れが発生するなど縦断方

向のネットワークの形成が難しいものの、支川や水路、それから出水

による横断的なネットワークや、伏流水等の垂直方向のネットワーク

によって形成される孤立淵によって生息場が保たれている。さらに、

水系をまたいでシロチドリ等の鳥類が飛来し、流域の干潟やヨシ原等

に生息していると。こういった分析を行いまして、汽水域を行き来す

る動物の生息地であるヨシ原や、水鳥の憩いの場であるワンドの保

全、それから、支川と水路の接続による横断方向の水路ネットワーク

の保全、瀬切れ時にも魚類等が生息できる孤立淵の保全に取り組んで

まいります。また、流域の関係者と連携して、コウノトリなど流域内
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の生物の生息場を保全するとともに、地域交流や環境学習の場として

地域住民に河川を利用してもらって、地域振興、それから経済活性化

にもつなげていきたいと考えてございます。 

続きまして、総合的な土砂管理の検討でございます。１９ページを

御覧ください。中村太士委員からは、床止めが河床低下のためにつく

られているが、環境にはよくなさそうである。下流側が掘れる現場が

よくあるので、その状況を確認して、今後も継続していくのか教えて

ほしいといった御意見をいただきました。左上に岩が露出している区

間、それから河床の低下が想定される区間、床止めの設置箇所、河床

変動の経年変化を整理してございます。１７キロより下流は河床の地

質を踏まえると、河床低下が想定される区間であったことから、床止

めの整備が行われました。床止めの直下流など河床低下を防止できて

いない箇所もありますけれども、床止めの設置箇所では河床低下を防

止されているといったことが分かるかと思います。なお、土器川では

床止めに限らず、置石による河床低下対策といったものも実施してご

ざいます。図の右側に記載してございまして、満濃大橋下流の置石の

様子でございます。今後、河床低下対策が必要になった場合には、対

策必要箇所の状況も踏まえまして、こういった置石も含めた対策を検

討していきたいと考えてございます。２０ページを御覧ください。里

深委員からは、交互砂州が発達した河道であることはよく分かるが、

今後、雨が降ってきたときに、これまでの土砂生産とは変わってくる

のではないか。量だけではなく、質も細かいものが大量に出てきたり

しないか気になるので、考え方を教えてほしいといった御意見をいた

だきました。こちらは河床変動計算の結果を掲載してございます。上

段が気候変動なしの１００年後の河床の予測、それから、中段が気候

変動を考慮して流量を１.２倍にした場合の１００年後の河床の予測、

下段はその差分となってございます。また、左下の方に１８キロ付近

の通過土砂量を整理してございます。この計算結果ではそれほど大き

な変化とはなってございませんけれども、この計算条件に表現できて

いないこともあると思われることから、国・県等が連携して土砂に関

するモニタリングを継続するとともに、砂防堰堤の整備などに取り組

んでいきたいと考えてございます。 

続きまして、資料１－３について説明させていただきます。新旧対

照表の形で、本文を御説明いたします。左側の番号の５から７でござ

いますけれども、流域の人口構成、土地利用、産業、それからインフ

ラについて更新追記をしてございます。それから、１１から１５です

けれども、流域の環境、特定外来生物について更新してございます。

２２から２３に、河川整備基本方針や河川整備計画の策定経緯につい



 

8 

 

発言者 内容 

て記載してございます。２４に「水防災意識社会再構築ビジョン」に

基づく取組、それから事前放流の取組について追記し、２５に流域治

水協議会の設置、流域治水プロジェクト、立地適正化計画の策定につ

いて追記してございます。（２）河川の総合的な保全と利用に関する

基本方針でございますけれども、過去の河川の審議での指摘を踏まえ

まして、この河川についても土器川の特徴を踏まえた内容を記載して

いるところでございます。委員から御指摘のあった土器川下流部の旧

河道の存在、急流河川であること、それから瀬切れが日常的に発生し

て、河川環境に厳しい河川であること。こういったことを前提とした

治水、環境、利用の取組について行っていることを記載してございま

す。３２に本支川、上下流のバランスを踏まえた対策を実施し、その

ために国、県、自治体が連携し取り組むことを記載してございます。

３３に温暖化による降雨、河川生態への影響の把握に努めることにつ

いて記載してございます。それから、３４から３５に流域治水を推進

するための人材の育成、リスク情報の共有や流域の歴史、社会、環境

との調和などについて記載してございます。３６に水循環の維持管理

のための取組、それから、３８に総合的な土砂管理の推進について追

記してございます。石塚委員から、国が管理する区間は河床が低下し

ている場所や堆積する場所もある一方で、香川県が管理する区間には

多くの砂防堰堤がある、土砂輸送は河口近くの干潟、ヨシ原の維持に

も関係するし、瀬戸内海の土砂供給という観点でも重要であるので、

土砂と洪水の管理について国と県との連携をより強化していただきた

いといった御意見も踏まえまして、国・県が連携して取り組むことに

ついても追記してございます。それから、土砂移動については、気候

変動による降雨量の増加等により変化するといったことについても記

載してございます。続きまして、災害の発生の防止又は軽減のところ

でございますが、４０から４２に想定最大規模を含めた基本高水を上

回る洪水、及び整備途上段階での施設能力以上の洪水に対する対応を

記載してございます。４３から４５に、急流河川対策を含めた基本高

水を安全に流下させる考え方について記載してございます。それか

ら、４６に河道掘削による河積の確保に当たっての留意点について記

載してございます。戸田委員から、孤立淵の水深を維持するためには

河道掘削の実施や、実施後に最深河床高や川幅の変化、それから、河

道の二極化が生じないよう十分に留意して、河道の掘削範囲の決定や

土砂動態のモニタリングを行っていく必要があるといった御意見をい

ただきましたので、孤立淵への配慮といったことを記載してございま

す。４７に貯留・遊水機能の確保など洪水調節機能の確保に当たって

の留意点について、土地利用の将来像等を踏まえたものにするといっ
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たことなどについて記載してございます。４９に内水対策、それから

５３、５４、５５に流域治水について記載してございます。それか

ら、５６に気候変動で頻発化している土砂・洪水氾濫、５７から５８

に地震対策、津波対策の考え方、耐震化対策などについて記載してご

ざいます。イ、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持でござ

いますが、６２に流水の適正な管理に努めるとともに、石塚委員の御

意見を踏まえまして、新たな貯留・遊水機能の確保に合わせて、少し

でも多くの水量の確保に向けて関係機関との協議・検討を実施すると

いったことを追記してございます。６３に気候変動の影響による降雨

量、流況の変化の把握について追記してございます。ウ、河川環境の

整備と保全でございますが、６５から６６に、ネイチャーポジティブ

の観点も踏まえつつ、河川環境の目標設定、多自然川づくり、生態系

ネットワークの形成にも寄与する河川環境の保全及び創出を図ってい

くことを記載してございます。６７から７２に特定外来生物への対

応、それから、各区間別の環境整備の目標について追記してございま

す。本川、支川、ため池、水路、出水との連続性の確保についても記

載してございます。７４から７６に景観の保全、それから人と河川と

の豊かな触れ合いの確保、水質保全のための流域との連携について追

記してございます。２の河川の整備の基本となるべき事項、（１）基

本高水並びにその河道及び洪水調節施設への配分に関する事項につき

ましては、８１から８３に基本高水のピーク流量、洪水調節流量、河

道への配分流量について変更してございます。前提条件が著しく変化

する場合に見直すことについても記載してございます。（２）主要な

地域における計画高水流量に関する事項は、８５から８６に計画高水

流量について変更してございます。主要な地点における計画高水流量

及び計画横断形に係る川幅に関する事項につきましては、９０に、海

岸保全基本計画が策定された場合には整合を図ることについて追記し

てございます。（４）主要な地点における流水の正常な機能を維持す

るために必要な流量に関する事項につきましては、９２に慣行水利に

ついて時点更新をしてございます。また、９４から９５につきまして

は、正常流量設定の記述について追記してございます。孤立淵の維持

を踏まえて設定していることについても記載しているところでござい

ます。説明は以上となります。 

【中北委員長】  どうもありがとうございました。それでは、質疑等に移りたいと思

いますが、瀬戸内の河川ということで、質問等も少雨のこと、あるい

は低水のこと、あるいはそれに関連した環境のことを質問いただい

て、今回、答えていただいております。それでは、皆様方からの御意

見をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。まずは
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石塚委員、手を上げていただいていますので、ウェブのほうから御発

言をどうぞよろしくお願いいたします。 

【石塚委員】  香川大学の石塚です。御説明ありがとうございました。前回会議で

質問させていただいた内容につきまして、丁寧に回答、修正いただき

まして、より分かりやすく、充実した基本方針になっているかなと思

いました。ありがとうございます。今日御説明いただいた資料の１３

ページのところに……。 

【中北委員長】  資料１－１の方ですね。 

【石塚委員】  そうです、資料１－１の１３ページ。アンサンブルの結果で、２℃

上昇と４℃上昇の場合に、年間降水量が４℃ですと平均的に下がり、

無降雨日数については、２℃上昇でもちょっと増えると。あと、下の

棒グラフのところで、夏の降水量、夏は農業用水によく水を使う時期

でもありますけれども、その時期に降水量が下がるというところはち

ょっと気になりました。こういった低水が厳しくなるということは、

利水と環境にかなりインパクトがあると思うんですけれども、この辺

りの内容について、基本方針の文章でどういったような形で考慮され

ているか、その辺りを御説明いただけたらと思います。よろしくお願

いいたします。 

【中北委員長】  ありがとうございます。少雨傾向の調べていただいたところに関連

して、注意すべき点が本文に入っていますかという御質問ですね。事

務局、いかがでしょうか。今、ほかに手を挙げられていますか。中村

太士先生、お願いいたします。 

【中村（太）委員】  簡単な質問です。さっき、床止めを置いて河床低下しているところ

がありましたよね、１９ページです。この写真を見てよくまだ分から

ないのですが、例えば魚の遡上なんかにも影響しているのか、してい

ないのかというのが。もししているならば上下流の、先ほどの連続性

みたいなものが妨げられてしまうので、何らかの対応が必要なのでは

ないかと思いました。ということで、これが大した落差ではなくて、

多分、洪水時なんかは上れているような気もするのですが、ちょっと

そこの確認です。 

【中北委員長】  ありがとうございます。ほかはとりあえず、今はないでしょうか

ね。一挙に手が挙がったから、もう先に全部伺いますね。清水委員、

それから中村公人委員、よろしくお願いいたします。その次、山田委

員、お願いいたします。 

【清水委員】  どうもありがとうございました。４ぺージ、流量配分について修正

していただいてありがとうございました。ただ、この４ページの赤で

くくったところ、新たな貯留・遊水機能の確保、これはどうして入れ

てほしいと言ったかというと、基準地点は何という所でしたか 
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【事務局】  祓川橋（ハライカワバシ）です。 

【清水委員】  ここが１,９００㎥／sで１,５００㎥／sに減っているので、その分

はどこかで貯めるということになります。もとの計画は、基本方針で

は全部、河道配分で貯留はなかったのが、気候変動対応で基本方針に

新たに貯留が入ってきたということになります。この基準地点では、

ここで２,１００㎥／sを流すのが１,９００㎥／sで、今までは貯留分

がなかったのだから、ここを赤枠で書いたら、基準地点の上にも「新

たに」という言い方をしなくて良いのかどうか、と思います。基準地

点の上でも新たな貯留洪水施設という書き方がいるのではないか。こ

の図だけ見てみて、前の計画とこの計画で「新たな」という言葉が入

ってくると、２つ入ってこないといけないのではと思ってお聞きしま

した。 

【中北委員長】  全体のイメージを分かりやすいようにしてもらいたいということで

すね。中村公人委員、お願いいたします。 

【中村（公）委員】  ありがとうございます。対照表の方の１８ページ、６２番に赤字で

書いてあるところですけれども、「新たな貯留・遊水機能の確保に併

せて、貯留水の利用などについて検討を実施する」とあるのですが、

この貯留水の利用というのは今まであまりなかったかのように思いま

す。具体的にどういう利用のことを考えておられるのか教えてくださ

い。以上です。 

【中北委員長】  分かりました。ありがとうございます。それでは、山田委員、お願

いいたします。 

【山田委員】  御説明ありがとうございました。私は１－１の１０ページ目、水利

用のページに関係したところと、それに対応する文章ということで

す。将来的に渇水とか、雨が降らない期間も長くなる場合も想定され

る中で、これまで地域でつくられた水利用に関するルール化と、今後

どんなふうに地域に響かせるかというところを考えておられるか、文

章としてもどこの部分がそこに該当するのかを教えてください。よろ

しくお願いします。 

【中北委員長】  ありがとうございます。もう全部聞いてしまおうと思いますが、画

面の方は今、手は挙がっていないですか。それでは、今、山田委員ま

で御意見をいただきましたが、事務局から御回答をお願いしてよろし

いでしょうか。 

【事務局】  御意見ありがとうございます。まずは石塚委員からいただきました

ところですけれども、本文の６３と９５に関連した記述を入れてござ

います。６３は、後半の部分に、「さらに、気候変動の影響による渇

水の頻発化、降雨量や流況の変化等の把握に努め、対策及び体制の検

討を図るとともに、関係機関との連携・調整に努める」といった言葉
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を入れております。これは渇水対応の話の中に、将来のことも含めて

記載させていただいたところでございます。それから、９５のところ

は９４とセットなのですが、正常流量の設定が９４で、様々な不確定

要件がまだ将来的なものがあるので、水利用の実態把握、水利使用の

変更等に伴い増減する可能性があるといったようなことを記載してい

るところでございます。それから、中村太士委員からいただきました

床止めでの魚の遡上への問題ですけれども、まず置石につきまして

は、石の隙間から遡上できるといったところでございます。床止めの

場所では、遡上が難しい箇所もあるといったところでございます。こ

ういったところはどこをやっていくのかみたいな話は、さっきの生態

系ネットワークの話ともつながってくると思いますが、今の時点でど

こをどうとかいうことはお見せできていないですが、生態系ネットワ

ークを考える中での対応をやっていくということになろうかと思いま

す。それから、清水委員からいただきました計画高水流量に関する、

赤枠で囲んできたという。何で上流側にこの赤枠がないのかというふ

うに見えますが、これを赤枠で囲ってきた経緯というのは、もともと

支川とかでちゃんとためてもらう必要があるということで、少し特定

の地点に焦点を当てる形で赤枠をつけてきて、当たり前のように上流

でためるみたいなところは、目立たせてこなかったというのが正直な

ところで、今回もその延長線上で記載しています。５ページの方の中

では、河口部、下流部、中上流部という、この分けの中では、中上流

部のところもしっかりためなければいけないよということは記載させ

ていただいているのですが、この計画高水流量図の方に赤枠では上流

部の方は記載してございません。どういう形がいいのか、ためるとこ

ろは全部赤枠なんだというふうにするのがいいのか、そうすると意図

が埋没するのか、ここはよく考えながら、今後、整理していく必要が

あるかなと思っております。それから、中村公人委員からいただきま

した貯留水の利用がこれまでになかったというのはどういうことでと

いうのは、具体の整備の内容は河川整備計画の中で明らかにしていく

ので、決まっていることはないのですが、今回、土器川では洪水調節

流量の設定をしたということで、少なくとも洪水時は水をためるとい

うことが分かっていて、今はハイブリッドダムという取組もやってい

ますから、少しでも流域のためになるような流し方ができないかみた

いなことは少なくとも検討していくんだろうと。それ以上のこともあ

り得るかもしれませんが、今の段階で記載してございます。それか

ら、山田委員からいただいた話も、最初の石塚委員の指摘と同じよう

な対応になっているのですが、この書きぶりが十分かどうかというと

ころはあろうかと思いますが、同じように、６３と９５に関連の記述
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を書いているところでございます。あと、少し特殊な水利環境になっ

ているというのが６２番の方に、さっきの６３で気候変動の話を書い

ていますが、６２番にも少し特殊な水利環境になっている話を書いて

いますし、３１番のところにも今の現状の実態としては、「出水をは

じめとする独特の水利用が行われている」ということを書かせていた

だいております。十分かどうかはあれですが、御質問に対する回答で

ございます。 

【中北委員長】  ありがとうございます。それぞれ回答をいただきましたが、いかが

でしょうか。清水委員からの、今まで貯留をしていなかったのが今回

は貯留が入るとか、あるいは上・中・下流でどう貯留が、役割を果た

しているかどうかというのは、またこの後の会議で少し見えるように

してくれた方がいいのではないかというところの議論ができればとは

思いますので、そこで議論できたら。今回に関しては、今、御回答が

ありましたように、支川からのことをより重点に置いた形で破線を置

いていると。どうぞ。 

【清水委員】  本文を見ると、２３ページ、８５番のところで計画高水流量は、

本・支川の貯留・遊水機能を踏まえた上で、洪水調節施設等により調

節して、基準地点においては１,９００㎥／ｓにするという書き方で、

この文面だけで言ってしまうと、本・支川の貯留・遊水機能をどこに

持たせるかというのが、基準点の上なのか、下なのかがよく分からな

いのですが、この修正の方の資料１－１の４ページを見ると、こちら

の図面から読み取れる。下流のところで点線のついたこの図があるの

で、より下流でも明確に貯めるということが主張されるので、それは

良いと思います。ただ、前から言っているのは、これからは貯留とい

うものをしっかりみんなで役割分担していかなくてはいけないという

精神をどうやって基本方針で伝えるかというところは、この修正文を

つけたということで、前進しているということは分かりますので、さ

らに前進するような話になれば、それはまた中北委員長が言う、今後

どうするかという……。 

【中北委員長】  こういう概念図としても分かりやすいように、これから全ての河川

で統一して書いてもらうとか、そんなことをすると清水委員がおっし

ゃっていた趣旨が満たされていくのかなと。今、本文の中ではよろし

いですかね、今回は入っているということでということで。というこ

とで、引き続き大事な視点でコメントをいただいていると思いますの

で、後で議論したいと思います。ほかの委員の皆様、コメントをいた

だいた本文の御回答はよろしいでしょうか。よろしいですかね。それ

では、画面からも手が挙がっていない状況でございますので進めてい

きたいと思いますが、その他御意見が今はないということでよろしい
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ですね。最後に、関係都道府県として香川県から御参加いただいてい

ますので、御意見をいただきたいと思います。香川県様、よろしくお

願いいたします。 

【池田委員代理（生

田）】 

 本日は、池田知事の代理で出席させていただいております、香川県

土木部長の生田でございます。本日は、土器川水系の河川整備基本方

針の変更につきまして御審議いただきまして、ありがとうございま

す。香川県といたしましては、今回の変更案は特に異論がないところ

でございます。今回の基本方針の変更案につきましては、気候変動の

影響も考慮し、将来予測された降雨量に対応した河道への配分流量と

なっておりまして、土器川流域の治水安全度のさらなる向上につなが

るものと期待しており、心より感謝申し上げます。その上で１点お願

いを申し上げまして、意見に代えさせていただきたいと思っておりま

す。今後、具体的な整備内容は河川整備計画を変更する段階で検討さ

れるものと承知しておりますが、特に今回、御説明のありました土器

川中流部及び下流部での貯留・遊水機能の確保につきましては、環境

的にも、社会的にも影響が大きいと考えられますことから、事前に関

係する自治体等と協議しながら進めていただきますようお願いいたし

ます。最後になりますが、本川上流部及び支川を管理いたします本県

におきましては、流域治水の考え方を踏まえまして、国や流域市町と

連携いたしまして、しっかりと治水対策に取り組んでまいりたいと考

えておりますので、引き続き御支援、御協力、御指導の方をお願い申

し上げます。香川県からは以上でございます。本日は誠にありがとう

ございます。 

【中北委員長】  どうもありがとうございました。大事な点の御要望もいただきまし

て、しっかりと配慮した形で進めていただければと思っています。生

田様、どうもありがとうございました。それでは、土器川水系の審議

についてですが、今まで２回の審議を経まして、今回出していただい

た本文等について、基本的には御指摘、意見等がなかったということ

を踏まえて、本案を分科会に上げさせていただければと思います。異

議はございますか。よろしいでしょうか。委員の皆様方、どうもあり

がとうございました。２回の審議にわたりまして、土器川水系の基本

方針についての議論、本当にありがとうございました。それでは、次

に北上川水系・鳴瀬川水系について、前回お話しいただいた続きも含

めて、事務局から御説明いただければと思います。よろしくお願いい

たします。 

【事務局】  それでは、資料２－１を御覧ください。北上川水系・鳴瀬川水系河

川整備基本方針について御説明します。１ページを御覧ください。本

日は赤字でお示ししております、計画高水流量の検討、集水域・氾濫
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域における治水対策、河川環境・河川利用についての検討、総合的な

土砂管理、流域治水の推進についての資料を御説明します。前回いた

だいた質問への回答は準備が間に合っておりませんので、次回、本文

の説明と併せて説明させていただきたいと思います。 

まず、４ページを御覧ください。北上川の計画高水流量の検討でご

ざいます。オレンジ色の点線で示す上流域では、地域社会への影響や

河川利用・河川環境への影響等を踏まえて河道配分流量の増大の可能

性を検討しました。また、既存ダムの洪水調節機能の最大限の活用の

可能性、それから、本川も含めて貯留・遊水機能の確保の可能性を検

討しました。青色の点線で示す中流域、赤色の点線で示す旧北上川流

域も同様の検討を行ってございます。また、紫色の点線で示す下流域

では、地域社会への影響や河川利用・河川環境への影響を踏まえて、

河道配分流量の増大の可能性を検討してございます。５ページを御覧

ください。北上川の明治橋地点、館坂橋地点は盛岡市街地に位置しま

して、左右岸に家屋等が密集しており、多数の橋梁の架け替えも伴う

ことから、引堤は困難であるということを確認してございます。ま

た、河道掘削につきましては、多くの橋梁の根入れに影響を与えるこ

となどから困難であることを確認してございます。以上のことから、

館坂橋地点の河道配分流量を９００㎥／sから増加させること、それ

から、明治橋地点の河道配分流量を３,１００㎥／sから増加させるこ

とは困難であるといったことを確認してございます。６ページを御覧

ください。狐禅寺地点は一関遊水地の直下流に位置しまして、下流は

狭窄部となっておりまして、狭窄部を広げることは下流の市街地のリ

スクの増大につながることから、河道配分流量８,５００㎥／sから増

加させることは適切ではないといったことを確認してございます。続

きまして、７ページを御覧ください。和渕地点でございますけれど

も、石巻市中心部を流れる区間で、左右岸に家屋等が密集しているこ

とや橋梁の架け替えが伴うことから引堤は困難であることを確認して

ございます。また、河道掘削は感潮区間であり、効果が見込めないこ

とから困難であるといったことを確認してございます。以上のことか

ら、和渕地点の河道配分流量につきましても、２,５００㎥／sを増加

させることが困難であるといったことを確認してございます。８ペー

ジを御覧ください。北上川水系においても、治水協定に基づいて利水

ダム等の事前放流を実施してございます。こちらは北上川上流のダム

の事前放流の概要となってございます。続きまして、９ページに北上

川下流のダムの事前放流の概要をお示ししているところでございま

す。１０ページを御覧ください。治水協定に基づく事前放流により確

保可能な容量を活用した洪水調節について、明治橋地点での効果を試
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算したところ、明治橋地点の事前放流の効果量は洪水の波形によっ

て、２８㎥／sから４３０㎥／s程度であるということを確認してござ

います。１１ページを御覧ください。同じく狐禅寺地点での事前放流

の効果を試算したところ、狐禅寺地点では洪水の波形によって、１３

４㎥／sから５７７㎥／s程度であることを確認しました。１２ページ

を御覧ください。同じく和渕地点での効果でございますが、洪水の波

形によって５６㎥／sから２０７㎥／s程度であることを確認しまし

た。１３ページを御覧ください。貯留・遊水機能の確保についての検

討でございます。明治橋地点について既存ダムの有効活用、それか

ら、新たな貯留・遊水機能の確保について検討を行い、３,６００㎥／

sの洪水調節が可能であることを確認してございます。同じように狐

禅寺地点、それから和渕地点におきましても、それぞれ７,２００㎥／

s、１,９００㎥／sの洪水調節が可能であるということを確認してご

ざいます。１４ページを御覧ください。以上を踏まえまして、明治橋

地点においては基本高水のピーク流量が６,２００㎥／sから６,７０

０㎥／sに増大することに対応するため、河道への配分流量を３,１０

０㎥／sで維持し、洪水調節流量を３,１００㎥／sから３,６００㎥／

sに増やすことにしたいと考えてございます。また、狐禅寺地点にお

きましては、基本高水のピーク流量が１万３,６００㎥／sから１万

５,７００㎥／sに増大することに対応するため、河道配分流量を８,

５００㎥／sで維持し、洪水調節流量を５,１００㎥／sから７,２００

㎥／sに増やすこととしたいと考えてございます。１５ページを御覧

ください。和渕地点におきましては、基本高水のピーク流量が４,１０

０㎥／sから４,４００㎥／sに増大することに対応するため、河道配

分流量２,５００㎥／sで実施、洪水調節流量を１,６００㎥／sから

１,９００㎥／sに、３００㎥／sを増やすことにしたいと考えてござ

います。続きまして、１６ページを御覧ください。温暖化により２℃

上昇し、海面が４３センチ上昇した場合の出発水位でございますけれ

ども、既存の計画の出発水位を上回らないといったことを確認してい

るところでございます。 

１８ページを御覧ください。ここからは鳴瀬川の計画高水流量の検

討でございます。青色の点線で示す上流域では、既存ダムの洪水調節

機能の最大限の活用等の可能性、本支川も含めて貯留・遊水機能の確

保の可能性を検討してございます。ピンク色の点線で示す鳴瀬川の

中・下流域では、地域社会への影響や河川利用・河川環境への影響等

を踏まえて、河道配分量の増大の可能性を検討してございます。紫色

の点線で示します吉田川の中・下流域では、地域社会への影響や河川

利用・河川環境への影響等を踏まえて、河道配分流量増大の可能性を
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検討してございます。また、本・支川も含めて、貯留・遊水機能の確

保の可能性についても検討してございます。１９ページを御覧くださ

い。こちらは鳴瀬川の河口部でございますけれども、東日本大震災後

に整備した堤防や嵩上げ道路、それからＪＲ橋梁などがあり、引堤に

ついては社会的な影響が大きく、困難であることを確認してございま

す。また、ヨシ原やアイアシの保全・創出を踏まえた河道掘削によっ

て、河道配分流量が５,３００㎥／sから５,４００㎥／sに増大可能で

あることを確認してございます。２０ページを御覧ください。こちら

は三本木地点でございますけれども、大崎市街地を流下していること

などから、引堤が困難であるといったことを確認してございます。ま

た、河道掘削による流量の増加は橋梁への影響が伴うということで、

三本木地点の河道配分量を３,３００㎥／sから増大させることが困難

であることを確認してございます。また、こちらは北上川水系からの

新江合川で分派されてつながっているところでございますけれども、

この分派量につきましては、これまでの治水計画の背景等も踏まえま

して、分派量を変更することは困難であるといったことを確認してご

ざいます。２１ページを御覧ください。落合地点につきましては、前

回説明させていただいたとおり、命と生業を守る流域治水ということ

を柱に掲げまして、流域と一体となって流域治水の推進を進めている

といったこともありまして、引堤によって広範囲に水田を消失させる

ことは困難であるといったことを確認してございます。また、河道掘

削を既設構造物に影響がない範囲で実施すること、それから、背割堤

区間の法線改良を実施することで、河道配分流量を１,６００㎥／sか

ら１,７００㎥／sに増大させることが可能であるといったことを確認

してございます。続きまして、２２ページを御覧ください。鳴瀬川水

系におきましても、治水協定に基づいて利水ダム等の事前放流を実施

してございます。２３ページを御覧ください。こちらは支川の吉田川

のダムの事前放流の概要でございます。２４ページを御覧ください。

こちらは三本木地点における事前放流で効果量を試算したところ、三

本木地点の効果量は洪水の波形によって、１０㎥／sから１９６㎥／s

程度であることを確認してございます。２５ページを御覧ください。

同様に落合時点での事前放流の効果を試算したところ、洪水波形によ

って２８㎥／sから１５８㎥／s程度であることを確認してございま

す。２６ページを御覧ください。貯留・遊水機能の確保についての検

討でございます。鳴瀬川の三本木地点については、既存ダムの有効活

用や新たな貯留・遊水機能の確保について検討を行い、１,５００㎥／

sの洪水調節が可能であることを確認してございます。同様に吉田川

の落合地点については、８００㎥／sの洪水調整が可能であることを
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確認してございます。２７ページを御覧ください。以上を踏まえまし

て、三本木地点においては基本高水のピーク流量が４,１００㎥／sか

ら４,８００㎥／sに増大することに対応するため、河道の配分流量

３,３００㎥／sで維持して洪水調節をするよう、８００㎥／sから１,

５００㎥／sに増やすこととしたいと考えてございます。また、落合

地点におきましては、基本高水のピーク流量が２,３００㎥／sから

２,５００㎥／sに増大することに対応するため、河道配分流量を１,

６００㎥／sから１,７００㎥／sに増大させ、洪水調節流量を７００

㎥／sから８００㎥／sに増やすこととしたいと考えてございます。２

８ページを御覧ください。温暖化により２℃上昇し、海面が４３セン

チ上昇した場合の出発水位でございますけれども、現行の計画の出発

水位を上回らないといったことを確認してございます。 

続きまして、集水域・氾濫域における治水対策でございます。３１

ページを御覧ください。こちらは北上川流域における取組でございま

す。左上が岩手県、林野庁による森林の整備保全の取組、左下が矢巾

町による田んぼダムの取組、それから、右上は盛岡市が実施する防災

調整池の整備、右下は紫波町が実施している普通河川が氾濫した際に

公園に洪水をとどめておくための土のう設置の取組でございます。３

２ページを御覧ください。左が大崎市、涌谷町、美里町、土地改良

区、宮城県等が構成員となっている「宮城県田んぼダム実証コンソー

シアム」による取組でございます。田んぼダム設置後の効果、それか

ら検証、啓発活動などを行っているところでございます。右上が、宮

城県が実施している水源林造成事業による森林の整備・保全の取組、

右下は岩手町等が実施しているため池の事前の水位低下の取組でござ

います。３３ページを御覧ください。こちらは大崎市が実施している

取組でございますが、居住誘導区域で過去に内水氾濫による浸水被害

を受けた実績のある住家、居住誘導区域内で浸水深が３メートルを超

える区域にある住家について、宅地の嵩上げ及び基礎の嵩上げ工事に

要する費用の２分の１を、１００万円を限度に補助する取組を行って

ございます。３４ページを御覧ください。左上が西和賀町、登米市が

実施している要配慮者利用施設の避難確保計画の策定、避難訓練促進

の取組、左下が花巻市、八幡平市が実施する防災訓練、右上は国土交

通省が実施しているダムの緊急放流と想定した地域住民との訓練、そ

れから、報道機関を対象としたダム操作等に関する説明会などの取組

でございます。３５ページを御覧ください。左上が盛岡市、矢巾町で

実施されているハザードマップ作成の取組、左下が岩手県、流域市町

村等が実施する重要水防箇所の巡視、右上が矢巾町で実施しているマ
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イ・タイムライン作成の取組、右下が盛岡市、一関市、登米市で実施

されている洪水痕跡板の設置の取組でございます。 

３７ページを御覧ください。ここからは鳴瀬川流域における取組で

ございます。左上、左下は北上川流域と同じですので、省略いたしま

す。右側が東北農政局で実施しております農業用排水施設の機能強

化、一元管理の取組となってございまして、吉田川流域では国営農地

防災事業が進められており、その中で農業用排水施設の機能向上や再

編のほか、流域治水の取組として、内外水位情報の集約・共有や排水

機場群の運転調整など、農業用排水機場の一元管理による効率的な運

転が計画されてございます。３８ページを御覧ください。こちらが中

央の図の鳴瀬川と吉田川に挟まれた鹿島台の市街地の浸水被害の軽減

と、鹿島台から松島町方向への避難を支援するための国土交通省、そ

れから宮城県による二線堤機能を備えた道路の整備でございます。 

続きまして、河川環境・河川利用についての検討です。４１ページ

を御覧ください。北上川についての基礎データを整理してございま

す。左上の魚類・鳥類の種数は現行の基本方針策定以降、大きな変化

はございません。左下の植物群落は、左の方の矢印で示している一年

生草本群落が増加してございます。年平均気温は上昇傾向、右下の年

平均水温は明確な傾向は見られません。４２ページが旧北上川の基礎

データでございまして、魚類は増加傾向、鳥類の種数に大きな変化は

ありません。左下の植物群落も顕著な経年変化はございません。平均

気温は上昇傾向、年平均水温は明確な傾向は見られません。４３ペー

ジを御覧ください。中央の写真のように、東北地方太平洋沖地震の影

響で河口部の砂州やテラスが消失し、ヨシ原が消失してございます。

右側の写真のように、現在は砂州やテラスが再形成され、自然再生事

業によりヨシ原が再生されてございます。動植物の状況でございます

けれども、魚類は震災後に海水魚が増加して、淡水魚は減少しており

ますが、近年は回復しているところでございます。陸上昆虫類は震災

後に減少し、その後は増加してございます。鳥類は震災後に樹林等に

生息する種などが見られなくなりましたが、回復傾向でございます。

東北地方太平洋沖地震以降、環境が大きく変化しており、モニタリン

グなどによって河口部の環境変化の把握に努めていきたいというとこ

ろでございます。４４ページを御覧ください。北上川流域では、先ほ

ど御説明したとおり、東北地方太平洋沖地震等に伴って、様々な環境

変化が起こっております。地盤沈下も発生しておりまして、その後ま

た地盤が戻っているみたいなことも発生しているところでございま

す。一部の地点では地盤が上がって、乾燥化が進んで、ヨシ原から外

来植物群落への変化、それから、ヒヌマイトトンボの生息環境の悪化
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の要因といったようなことにもつながっているところでございます。

このため、北上川下流自然再生計画を令和６年９月に策定しまして、

右下の図のように、高水敷の切下げによりヨシ原や湿地の保全・創出

に取り組んでいるといったところでございます。４５ページを御覧く

ださい。御説明しましたヒヌマイトトンボ、それからチュウヒの個体

数とその生息場となるヨシ原の経年変化を整理してございます。左上

のヨシ原は震災により面積が減少、その後増加傾向でございます。震

災前の面積までは回復してございません。ヒヌマイトトンボは、左下

の水辺の国勢調査では、震災以前は上昇傾向、震災後の令和２年の結

果では減少しているところでございます。震災後につきましては、水

辺の国勢調査以外に独自の調査を行っておりまして、その右側に結果

を整理しておりまして、青色が左岸側となっておりまして、近年、増

加傾向、オレンジ色の右岸が横ばいといったところでございます。チ

ュウヒは震災後、継続的に生息が確認されているところでございま

す。ヒヌマイトトンボの生息環境を改善するために、河川協力団体、

それから大学等と連携して、ヨシ原に人力で水路を掘るなど、湿地環

境の創出に取り組んでいるところでございます。４６ページを御覧く

ださい。続きまして、中流域の代表的な種のイカルチドリと、スナゴ

カマツカの個体数と生息場の経年変化についても整理してございま

す。自然裸地の面積でございますけれども、平成１４年から３０年に

かけて減少したものの、令和５年にかけて増加傾向でございます。ま

た、淵の面積には大きな変化がないところでございます。これも引き

続きモニタリングしながら、順応的な管理をしていきたいと考えてご

ざいます。４７ページを御覧ください。区間支川別に河川環境管理シ

ートの情報などを踏まえて、生物の生息、分布状況等を分析し、河川

環境の目標を設定してございます。こちらは北上川中流域の目標設定

値でございます。北上川中流部の河畔林はコゲラ、礫河原はイカルチ

ドリ、低・中茎草地はマガン等の生息・繁殖場となってございます。

瀬・淵はアユ、サケ、サクラマス、スナゴカマツカ等の生息・繁殖場

となってございます。このため、目標としましては、コゲラ等が生

息・繁殖する河畔林の保全を図るとともに、イカルチドリ等が生息・

繁殖する礫河原、それからマガン等が生息する低・中茎草地の保全・

創出を図ってまいります。また、アユ、サケ、サクラマス、スナゴカ

マツカ等が生息・繁殖する瀬・淵の保全・創出を図ってまいります。

４８、４９ページを御覧ください。区間ごとに行った現状評価と目標

設定の一覧を示しております。これらの目標に基づいてモニタリング

を実施しながら、河川環境の保全・創出に取り組んでいきたいと考え

てございます。５０ページを御覧ください。河道掘削については、多
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様な生物が生息・生育・繁殖する水際環境の保全・創出を図ることを

基本方針としてございます。右上にお示ししましたように、同一河川

内の良好な河川環境を有する区間、ここでは瀬・淵、河畔林等が形成

されている１０６キロの区間の河道断面を参考に、掘削方法を検討し

てございます。５１ページを御覧ください。北上川水系におきまして

は、上流域までサケ、アユ等の回遊魚が確認されており、越冬期には

伊豆沼、内沼、化女沼、蕪栗沼、それら周辺の水源のラムサール条約

の登録湿地、それから、隣接する鳴瀬川流域の大崎耕土にハクチョ

ウ、カモ、ガン類等の渡り鳥が飛翔するということでございます。こ

うした生態系ネットワークの形成に寄与する取組として、魚道の維持

管理、瀬・淵の保全、低・中茎草地等の良好な河川環境の保全・創出

を図ってまいります。また、自然体験、環境学習、ブラックバスの防

除等のイベントも実施しており、流域の関係者と議論し、持続可能な

環境の保全と地域活性化を目指していきたいと考えてございます。５

２ページを御覧ください。左側にデータを示しておりますけれども、

外来種が優先する植物群落は増加傾向、それから、外来植物はハリエ

ンジュ、オオブタクサ、セイタカアワダチソウ等が確認されていると

ころでございます。それから、特定外来生物につきましては、アレチ

ウリ、オオカヂシャ、オオキンケイギク、オオハンゴンソウ、ハナガ

サギク、オオクチバス、ブルーギル、ウシガエル、アライグマの９種

が確認されてございます。在来生物への影響を確認される場合は、関

係機関と連携して適切な対応を行ってまいりたいと考えてございま

す。 

５４ページを御覧ください。ここから鳴瀬川の河川環境・河川利用

についての検討でございます。左上の魚類・鳥類の種数は、現行方針

策定後、大きな変化はありません。左下の植物群落は一年生草本群落

が増加してございます。平均気温、それから水温は上昇傾向でござい

ます。５５ページを御覧ください。中央の写真のように、東北地方太

平洋沖地震の影響で、河口部の砂州が消失、クロマツ林が消失してご

ざいます。右側の写真のように、現在は砂州が再形成されています

が、クロマツ林は消失したままとなってございます。魚類は震災後に

増加してございますけれども、平成２７年から減少傾向で、特に淡水

魚が減少しているところでございます。鳥類は震災後に樹林等に生息

する種が見られなくなりましたけれども、回復傾向、陸上昆虫類は震

災後に増加傾向でございます。こちらもモニタリングにより、河口部

の環境変化の把握に努めてまいります。５６ページを御覧ください。

中流部の代表的な種のハクチョウ・カモ類と、ニホンウナギの個体数

と生息場の経年変化について整理してございます。ハクチョウ・カモ
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類の生息繁殖場となる低・中茎草地の面積は横ばい、ニホンウナギの

生息・繁殖場となる水際の自然度は高い割合で横ばい傾向でございま

す。引き続きモニタリングしながら、順応できる管理をしていきたい

と考えてございます。５７ページを御覧ください。こちらも同様に、

河川環境の目標を設定してございまして、鳴瀬川中流部の目標の設定

の図でございます。多様な水際環境には、ニホンウナギ等が生息し、

点在するワンド・たまりにはフナ類やドジョウ類等が生息、周辺には

ハクチョウ・カモ類の集団越冬地が分布しています。このため、目標

としてはニホンウナギ等の生息環境となる多様な水辺環境、フナ類や

ドジョウ等が生息・繁殖するワンド・たまり、ハクチョウ・カモ類の

越冬地となる低・中茎草地の保全・創出を図ってまいります。５８ペ

ージを御覧ください。こちらは現状評価と目標の設定の一覧となって

ございます。５９ページを御覧ください。こちらは多様な水際環境が

形成されている１３.９キロの区間の河道断面を参考に、掘削方法を検

討していることをお示ししたものでございます。６０ページを御覧く

ださい。こちらも北上川と同様の考え方で、生態系ネットワークの形

成に向けた取組を鳴瀬川についても行ってまいります。６１ページを

御覧ください。左側にこちらもデータをお示ししておりますが、外来

種が優先する植物群落は増加傾向でございます。外来植物はオオブタ

クサ、セイタカアワダチソウ等が確認されてございます。特定外来生

物はアレチウリ、オオハンゴンソウ、オオクチバス、コクチバス、ブ

ルーギル、ウシガエルの６種が経年的に確認されてございます。在来

生物への影響が懸念される場合には、関係機関と連携して適切な対応

を行ってまいります。６２ページを御覧ください。今年の夏の渇水へ

の対応についての御紹介でございます。令和７年夏に発生した渇水で

は、江合川上流の鳴子ダムの最低水位以下に貯留された水を活用し

て、渇水補給としてかんがい用水の補給を行っております。また、同

じく江合川上流の岩堂沢ダムでは、臨時的な水利使用許可に基づくか

んがい用水の補給を行ってございます。６３ページを御覧ください。

北上川の水量も低下傾向となりまして、北上川河口の北上大堰上流の

河川水の滞留による水質悪化や、下流での水力不足によって水道用水

や漁業への影響が懸念されたため、一時的に北上大堰からの放流量を

増やすリフレッシュ放流を行いまして、北上川の水質改善を図ってご

ざいます。 

続きまして、総合的な土砂管理でございます。６６ページを御覧く

ださい。こちらは北上川流域でございますけれども、山地部では砂防

施設の整備が進んでおりまして、土砂堆積が進んでいるダムでは、貯

砂床止め等の整備や土砂掘削等を実施してございます。河道領域で
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は、一部の河道で二極化による局所的な河床低下が見られますが、お

おむね安定傾向。それから、海岸領域では東北地方太平洋沖地震によ

り汀線が消失しましたが、海岸堤防や消波ブロックの整備が進められ

ているところでございます。旧北上川の海岸領域ではヘッドランドが

整備され、大きな変化は見られないところでございます。こちらにつ

きましても引き続きモニタリングを実施して、適切な河道管理にフィ

ードバックしていきたいと考えてございます。６７ページを御覧くだ

さい。四十四田ダム、御所ダム、湯田ダム、胆沢ダムでは、計画に対

して土砂堆積が進んでいるため、貯砂床止めの整備や計画的な土砂掘

削を進めているところでございます。御所ダムでは、掘削による発生

土を道路改良や民間の造成工事等に活用しているところでございま

す。なお、四十四田ダムにつきましては、上流に位置する旧松尾鉱山

の酸性水の処理のために中和剤を直接投入していた影響で、昭和５６

年までは計画の４倍のスピードでダムの堆砂が進んでいたということ

でございますが、昭和５７年４月の新中和処理施設の稼働後はおおむ

ね計画に近い堆砂速度となっております。 

６９ページを御覧ください。こちらは鳴瀬川水系でございますけれ

ども、山地領域では砂防施設の整備が進められておりまして、現在、

大きな崩壊地は見られないところでございます。ダム領域は、一部の

ダムにおいて計画以上の速度で堆砂が進行しております。河道領域で

は、吉田川では近年の出水や河道掘削の影響により土砂が減少傾向、

それから鳴瀬川河口部では、津波により砂州の消失や土砂の減少が見

られましたが、砂州の復元工事などにより回復傾向となってございま

す。海岸領域では、鳴瀬川河口より東側では突堤や離岸堤が整備さ

れ、近年は汀線に大きな変化は見られません。西側では堆砂が確認で

きるといったところでございます。 

続きまして、流域治水の推進でございます。北上川水系の流域治水

プロジェクトにつきましては、上流側につきましては、東北地方整備

局、岩手県、盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、八幡平市、

奥州市、滝沢市、雫石町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ

崎町、平泉町、東日本旅客鉄道、東北農政局、東北森林管理局、森林

整備センター、盛岡地方気象台等で構成される「北上川水系流域治水

協議会」。それから、下流側につきましては、東北地方整備局、岩手

県、石巻市、登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、美里町、女川町、小

山田川沿岸土地改良区、登米・気仙沼地域土地改良区連絡協議会、森

林整備センター、東日本旅客鉄道、東北農政局、東北森林管理局、仙

台管区気象台、それから国土地理院等で構成される「鳴瀬川・北上川

下流等流域治水協議会」を設立して検討を進めまして、令和３年３月
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に流域治水プロジェクトを策定・公表し、随時更新してございます。

また、気候変動の影響による降水量の増大に対応するため、令和６年

３月に「流域治水プロジェクト２.０」を策定・公表し、取組を進めて

ございます。７３、７４、７５が「流域治水プロジェクト２.０」の内

容でございます。 

７７ページを御覧ください。鳴瀬川水系の流域治水プロジェクトに

ついては北上川の下流と同じく、鳴瀬川と北上川下流と流域治水協議

会を設立して検討を進め、令和３年３月に流域治水プロジェクトを策

定・公表し、随時更新をしてございます。また、気候変動の影響によ

る降水量の増大に対応するため、令和６年３月に「流域治水プロジェ

クト２.０」を策定・公表し、取組を進めているところでございます。

７８ページから７９ページに、令和７年３月に更新した「流域治水プ

ロジェクト２.０」の内容を記載してございます。資料の説明は以上と

なります。 

【中北委員長】  小澤室長、御説明どうもありがとうございました。それでは、委員

の皆様方から御質問、コメントの御発言をお受けしたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。ウェブの皆様も、ボタンを押していた

だければと思います。まず風間委員、御発言をよろしくお願いいたし

ます。 

【風間委員】  御説明どうもありがとうございました。２点コメントさせてくださ

い。１点目、今年の渇水について資料をまとめていただき、どうもあ

りがとうございます。短い時間で大変コンパクトにまとまって、よか

ったなと思っています。今年度の渇水の話というのは、本文中に反映

されるのかということを質問させてください。もしされない、考えて

いないのであればぜひ反映していただけるといいかなと思ってござい

ます。これが１番目です。もう一つは、前回、貯留関数の話をさせて

いただいたかと、コメントしたかと思うのですが、現在、北上とか鳴

瀬川の下流で土地利用の改変が進んでいます。ソーラーパネルの範囲

がすごく広がっているということと、工業団地が拡大しているような

ことがございまして、そういったところの流出係数が変わることによ

って、高水が変わらないのかというのをぜひ確認していただきたいな

と思っていました。以上２点です。よろしくお願いいたします。 

【中北委員長】  風間委員、どうもありがとうございました。まず、今年の渇水の話

を本文に入れますか、入れてほしいというのと、あと、下流の土地利

用状況の変化による流出の変化というところについて御質問です。い

いですか。よろしくお願いします。 

【事務局】  御意見ありがとうございます。渇水対応について、一般的な記述は

全水系に入るので、渇水対応、水循環の話とかも含めて入ってきます
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が、どういった記述にするかは少し検討させてください。それから、

土地利用の改変が進んでいて流出係数が変わり得るというのは、何ら

かは変わるのですが、少し状況を確認して、ごめんなさい、今は答え

られないので次回までに確認したいと思います。 

【風間委員】  必ずやるというわけではなくて、ぜひ検討していただければと思い

ます。どうぞよろしくお願いします。特に記録的な要素が強いと思い

ますので、こういったのを記述いただけるとありがたいかなと思いま

した。御検討よろしくお願いします。ありがとうございました。 

【中北委員長】  ありがとうございます。太陽光パネルの話と流出の話と、景観の話

でもよく出てきますので、改めてまた御返答をよろしくお願いいたし

ます。それでは、風間委員、どうもありがとうございました。もう一

人、手が挙がっています。梅田委員ですかね、よろしくお願いいたし

ます。 

【梅田委員】  梅田です。御説明いろいろありがとうございます。北上川と鳴瀬川

の両方について、今回も議題、御説明があったわけですけれども、そ

の中で例えば北上川ですと、多分３３ページだったと思うのですが、

居住誘導という話が治水といいますか、洪水の対策の中で出ておりま

した。また、別のところでは生業を守るというようなお話もありまし

た。これは北上川の方の話として出ておりますけれども、令和元年の

台風のときに、鳴瀬川水系の吉田川の方がかなり決壊して氾濫してい

るところもありました。そのときの議論で、これは昭和のときから議

論としては続いていますけれども、流域治水の中でも挙げられている

リスクの高い地域から移転して、リスクの低いところに移ろうという

ような議論です。この画面に出ているお話ですと、今ある宅地をその

場で改良しようというようなアイデアになろうかと思うのですが、特

に今後、高齢化とか人口減少といったところもありますので、広い意

味で、どこに住むのかといった議論も活性化していくべきかと思って

います。そういった記述もあるといいかなということで、一言意見を

申し上げたいと思います。それが１つ目です。また、環境関連のこと

でもう１個申し上げたいと思います。これも５１ページでしたか、北

上川の生態系ネットワークの関連、この中でラムサール湿地というこ

とで伊豆沼、内沼といったところも出ておりますけれども、伊豆沼は

昔からＣＯＤが全国ワースト１になるような、かなり水質が悪いとい

うところでも知られていることがあります。最後の方でも、下流のと

ころで水道取水に今年は異臭味が出たというような話題もちらっとあ

りました。環境の中でも水質について、一気に改善するというのは難

しいとは思うのですが、長期的にどういった観点で管理や保全などを

行っていくのかとかいった、水質面でのスタンスみたいなところ。悪
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化した水質はなかなかきれいにならないとは思うのですけれども、そ

こをどういった観点で管理していくのかといった記述もあるといいか

なと思って伺っていました。以上２点です。 

【中北委員長】  どうもありがとうございます。続けてもう手を挙げていただいてい

ますので、会場の方でも、秋田委員、中村太士委員の順で、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

【秋田委員】  ありがとうございます。２点ほどあります。１点目が１９ページの

ところ、上から２つ目の丸で、吉田川合流点区間は、東日本大震災後

の状況から社会的影響が大きく困難である、と記載があります。まち

づくりの立場からは、復興事業においてはインフラが１００年もつと

いうことで、地元の合意形成がなかなか困難な中で事業を実施したに

も関わらず、たった１４年程でもうこの堤防が十分ではないというこ

とに対して、社会的影響が大きく困難であると表現するのは、確かに

そうではありますが、そのような表現が適切であるのか、何と表現す

るべきか難しいと感じておりました。また、低水路部分の掘削をする

ということですが、５５ページの写真に出ている砂州は、震災直後に

は消失しているため、震災から現在までの十数年間の間につくられた

と思われます。震災による様々な影響もあったと思われますが、かな

り短期間に砂州が再生されてしまうのであれば、掘削をどのような頻

度で、どのような形で行うのかご教示いただきたい。２つ目は先ほど

と同じですが、３３ページの嵩上げの写真があまりよくないと言いま

すか、効果が分かりにくい印象があります。宅地嵩上げについては以

前から議論になっていますが、この写真のように一軒のみであれば良

いのかも知れませんが、集団的に住宅がある場所で１戸だけが嵩上げ

をすると周辺の被害が従前より大きくなる可能性もあり、その場所の

状況等を示しながら慎重に取り上げたほうが良いと思っております。

以上です。 

【中北委員長】  ありがとうございます。じゃ、中村太士委員、よろしくお願いしま

す。 

【中村（太）委員】  ありがとうございます。今、秋田委員からもおっしゃられた５５ペ

ージの、観点はちょっと違うのかもしれないのですが、結構津波で消

失して、それが海岸保安林、防風林であったり防潮林であったり、そ

れを保安林だからという形で元に戻すという議論が結構あったんで

す。ここで、どういう意味でこのことを書いておられるのかがちょっ

と分からなくて、クロマツ植林が消失したとか、いわゆるネイチャー

ネガティブになっていると思われているとするならば、基本、違うの

ではないかなと。そもそも環境は津波によって動的に変化したのであ

って、その動的に変化した状態をよしとしていかないと、また元に戻
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すというのは、言わば津波の営力のかく乱というものに対して対峙す

るような形になってしまいます。クロマツの再生がどういう意味で書

いてあるのか。例えばクロマツ林が生育していた場所でクロマツが消

失して、見事な塩性湿地ができたような場所が事実あります。そうい

った新たな生態系は認めていくべきではないかと思いました。それか

ら、６０ページの生態系ネットワーク、多分これは間に合わなかった

んだと思うんですけれども、北上川の方もそうだったのですが、先ほ

どの土器川で書いていただけたような、類型ごとの分析をきちんとし

ていただくといいなと。縦断方向、横断方向、垂直方向、支流と本

川、それから流域間とか、これを５つか６つぐらいのカテゴリーに分

けて、先ほどの資料の１７ページに書いてあるような、そんなスタイ

ルをこの北上川・鳴瀬川でも縦断と水系をまたぐだけではなくて、ほ

かのものもきちんと検討していただきたい、問題ないのかどうか。ダ

ムが結構あるので、そのダムによる分断がどういうふうに評価された

のか。私は現地に行っていないので的外れかもしれませんけれども、

ちょっとそこも気になりました。そのダムに関連して、６７ページに

ある堆砂量なのですが、それが計画の４倍のスピードで進んでいて、

道路とか民間の造成工事に活用されているというのはいいことだと思

うんですけれども、総合土砂管理から言うと、置土という言葉がこの

中で一つもなかったし、環境も考えると、その土砂が下流へきちんと

流れることが重要だと思うので、その辺、置土というのはここの流域

ではなされていないのかどうなのか、そこを教えていただきたいなと

思いました。以上です。 

【中北委員長】  どうもありがとうございます。今、片野委員、手を挙げているの

で、まず環境方面をお伺いして一旦切ってから、また佐山委員にお話

しいただくようにします。では、片野先生、どうぞよろしくお願いし

ます。 

【片野委員】  片野です。遅れての参加になってしまって申し訳ありません。新幹

線が止まってしまいました。途中まで聞きながら来ましたので、ペー

ジ数とかがちょっと不明なんですけれども、多分４５ページだったと

思うのですが、ヒヌマイトトンボの話がありました。私もこの北上川

水系にお邪魔したときに、ちょうどヨシ原の視察ができなくなってし

まって、それで今回、見ていない状態でのお話になってしまうんです

けれども、ヨシ原の面積について左側の方に書いてありまして、ま

た、ヒヌマイトトンボの個体数のデータも経年変化を載せていただい

ているのですが、ヨシ原に関しては面積があまり変わっていない。た

だし、ヒヌマイトトンボの個体数に関しては、左岸側は増加傾向にな

っているというお話がありました。多分、そういったものに関連する
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と思うんですけれども、右側の方に生息環境改善活動というのがある

のですが、これは実際にとてもよい取組だなと思って聞かせていただ

いたんですけれども、どれぐらいの面積が環境改善活動で、湿地とい

うか水路といったものができているのかということ。あと、これはど

っち岸にあるのか、左岸側、この増加傾向というのが、改善活動の結

果としてあるのかどうかということが気になりました。また、下の方

に４５ページと書いてある、ちょうど左の方ですけれども、満潮時に

河川水が入るというのがちょっとイメージが湧かなかったので、どう

いうことなのか教えていただきたい。こういったことをお聞きしたい

と思います。あともう１点、すみません、聞きながら来たのでページ

数が本当に分からないんですけれども、これまでのお話の中で、地盤

が上がってしまったので切下げをしつつ、ヨシ原をちょうどいい高さ

に切り下げているみたいな話もあったと思います。これがヒヌマイト

トンボの生息環境地にもそういった切下げが行われたのかどうかに関

しても教えていただければと思います。あと、先ほど中村太士委員が

おっしゃったような塩性湿地のお話に関しては、私も同意見です。以

上です。 

【中北委員長】  どうもありがとうございます。一旦ここで切りたいと思います。最

初から言うと、居住誘導の話、それから水質、鳴瀬川河口部の津波後

の堤防の話から、植生というのも含めて、津波外力ですよね、自然の

営力と見るか、見ないのかというような話、それから生態系ネットワ

ーク、縦も横もの話をしていただいたと。縦断横断ですね。それか

ら、置土もその中の話ですね。それから、ヨシ原の見学ができなかっ

た部分というふうに、ダーッと一挙にお話しいただきました。ここで

一旦、御回答をお願いしてもよろしいですか。 

【事務局】  御意見ありがとうございます。居住誘導につきましては、どこに住

むのかというのを議論の活性化、記述があるといいということで、こ

こは吉田川の特定都市河川なので、そのような居住用に限ったという

ことではないですけれども、流域と一緒にやっていくという環境が整

っているかなと思いますが、記述については少し検討させていただき

たいと思います。それから水質につきまして、本文の方でまた次回、

御説明したいと思います。それから、秋田委員の件につきましては、

河口部の堤防の在り方につきましては、一応、震災のときの議論の経

緯も踏まえて、今、引堤はしないという判断をしているので、ひっく

り返したことにはなっていないけれども、当時そこまで考えて議論を

したんでしょうかみたいなことも、多分、気になっておられるのだと

思いますが、すみません、今ここは、その当時の議論を踏まえて引堤

はしないという結論とさせていただきます。それ以上に何かお伝えで
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きることがあるかどうかは確認したいと思います。あとは、掘削して

もまた戻りますよねという、これは多分、この河川に限った話でもな

いと思いますけれども、気候変動で雨が増えてくる中で、上流でため

るのか、下流の河道を広げるのか、これは結局、どっちでやるのかと

いう話になってくる中で、単純にすごく貯めやすいところがたまたま

ありますとか、すごく広げやすい河道がありますとかいうことであれ

ば悩まないんですけれども、悩みながら選択しているというのが正直

なところなので、多少そこは維持していくことが必要になるというこ

とも含めて、そういう河道を広げるというふうな判断をしている場所

もあるということでございます。あとは、宅地嵩上げの事例の図につ

きましては、これは現地で使っている図をそのまま使っていると思い

ますが、この中での紹介の仕方は考えたいと思います。それから、保

安林のことにつきましては確認します。これは別にクロマツ林を再生

するというところまで踏み込んでは書いていないと思うんですけれど

も、ここの記述の中に意図があるか確認させてもらいます。それか

ら、土器川でやったようなことにつきましては、多分これはデータが

あれば、時間があればやるということだと思うので、ちょっと確認さ

せてください。ダムの堆砂につきましては、これは４倍で進んでいた

のは過去の話で、新中和処理施設ができてからはそこまでじゃなくな

ったということなんですけれども、上流側でためて掘削する手法を取

っています。置土をやっているかどうかは確認させてもらいます。そ

れから、ヒヌマイトトンボのことに関する取組の規模につきましては

把握できておりませんので、確認させてもらえればと思います。地盤

を切り下げたという話は、４４ページに自然再生計画の中で右下の方

に図が書いてありまして、ヨシ原の保全・再生を行うために切り下げ

たということを記述していますので、これが一応、該当するのかなと

思いましたけれども。ほかに、私が足りていないところがもしあれ

ば、誰か補足があればお願いできればと思いますが、よろしいです

か。 

【中北委員長】  河川環境課長、よろしくお願いいたします。 

【事務局】  河川環境課の島本です。中村太士委員が御指摘のネットワークは、

正直、現場の方の声として、北上川は大河川なもので間に合っていな

いという声は届いておりまして、次回の部分でどこまで見られるかで

すけれども、基本方針の世界ですので、あまり中途半端にやるわけに

もいかないのかなと思いながらも、整備計画に向けて基本的な指針は

見せていけるような形で、内部で議論したいと思います。あとは今、

スタッフから情報を受けましたけれども、基本的に堆砂のお話です

ね、置土、これは北上では実績がないようです。まず、事実関係とし
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て。結構いろいろなところでやっていますけれども、地域の合意とか

もなかなか大変な部分もあるので、もう少し状況を把握してから、ま

た次回、コメントさせていただければと思っています。 

【中北委員長】  どうもありがとうございました。今、御回答いただいたところで、

特によろしいでしょうか。まずは検討も含めて御回答いただきました

ので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、知らん間に手が

いっぱい挙げていただきまして、どうもありがとうございます。僕の

把握は、佐山委員ですね。中村公人委員、立川委員、山田委員、あと

戸田委員で、髙村委員の順番でよろしいですか。一挙に皆様の御意見

をお伺いしたいと思いますが、事務局、それでよろしいですか。じ

ゃ、皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

【佐山委員】  ありがとうございます。私の方からは、説明資料１０ページの事前

放流についてお伺いしたいと思います。まず、この事前放流が北上川

の流域にとって非常に重要であるということはよく分かっているつも

りですけれども、これが基本方針の中でどういう意味を持つのかとい

うところをまた教えていただければと思います。１つは、これはシミ

ュレーションの結果で、これぐらいの効果があるということが示され

ているわけですけれども、例えば計画配分流量にどういうふうにこの

値が反映されるのかとか、あるいは今よりもさらに、事前放流の効果

をより発揮できるように何かを変えていこうという意図でここに書か

れているのか、その辺りを教えていただければと思います。あと、そ

れに関連して、例えば右の表で４３０㎥／sという大きな効果が出る

場合もあれば、２８㎥／sしか出ないという場合も当然あるわけで、

そういう効果が出る、出ないというのもあるから、この計画の中にど

ういうふうに反映できるのかなというところをお伺いしたかったと思

います。以上です。 

【中北委員長】  大事なポイントをありがとうございました。続きまして、中村公人

委員、よろしくお願いします。 

【中村（公）委員】  ありがとうございます。２点ありますが、１点目は、資料の３８ペ

ージに二線堤に関する記述があります。この地域は農業を生業として

主に行われており、紹介にもあった田んぼダム、ため池の事前放流、

農業用排水施設の機能強化・一元管理といった取組も是非進めていた

だければと思いますが、この二線堤も重要なものだと思います。資料

の記述から本堤と二線堤の間に農地があることが大事になってくるの

かと思いますので、農地保全の視点から、何か記述があってもいいの

ではないかと思った次第です。それからもう一つ、この地域は今、一

関遊水地をはじめとして、複数の遊水地がもう既にあるというところ

で、さらに遊水池も検討していかなければならないかと思うのです
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が、既存の遊水地がどのように使われているのかという情報が、特に

一関遊水地に関しても整理されていなかったようです。前回の資料に

少しはあったはずですが、できればどういう使われ方をしているか、

たしか蕪栗沼遊水地とかは段階的に水を行き渡らせるようなことをさ

れていると聞いたことがありますので、そういった管理ルールなども

含めて、今後の参考のためにということで整理していただければと思

った次第です。以上です。ありがとうございます。 

【中北委員長】  大事な点、ありがとうございます。それでは、続きまして立川委

員、よろしくお願いいたします。 

【立川委員】  ありがとうございます。私も先ほど佐山委員が質問なさった事前放

流のところです。資料で言うと１０ページ、１１ページ目あたりだと

思うのですが、非常にたくさん、多くのダムがあるところですので、

事前放流によって治水効果が期待されるところだと思います。ここで

のシミュレーションは、どれぐらい前に洪水予測ができているという

前提の下でなされているのかというシナリオ、どのような設定の下で

この効果が出ているのかということと、どういった洪水パターンのと

きにこの事前放流の効果が発揮されるのか。多い場合ですと５００㎥

／sぐらいとか、あるいは１０ページ目、１１ページ目でしょうか、

ふた山のところで５００㎥／sぐらいの効果があるというものもござ

いますので、この辺りを教えていただければと思います。よろしくお

願いします。 

【中北委員長】  どうもありがとうございました。それでは、続きまして山田委員で

したっけ。お願いいたします。 

【山田委員】  御説明ありがとうございました。私は３ページ目と１７ページ目に

関するところでして、前回のときは雨に関する話で、今回は流量から

だったので、そこの連動というところです。前回の話とつながるんで

すけれども、特に東北地方は全国の中でも年最大の雨量の特徴が非常

に変質してきて、増えてきている。一番目立つ地域、流域が多いです

ね。かつ、北上川の上流域にはその傾向がはっきりと出ています。そ

の点の流量としてのつながりを記述することの重要さとともに、２０

１５年の豪雨や２０１９年の豪雨で鳴瀬川もいろいろ連続して被害を

受けている中で、１００年確率でも、１５０年確率でも、向こう１０

０年でその雨量以上のものが起きる確率というのは６３％ありますの

で、定常であってもですね。そういうことの材料をちゃんと伝えてお

くことが、ある意味、これは現状、連続した被害が出ている流域にお

ける説明として重要ではないかと思って、手を挙げさせていただきま

した。以上です。 
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【中北委員長】  ありがとうございます。超過洪水のリスクが高まりそうだという感

じですよね。続きまして、戸田委員、で、髙村委員、よろしくお願い

いたします。 

【戸田委員】  中村太士委員からも意見があったんですけれども、総合土砂のとこ

ろの書き方について、これだけダムがたくさんあって、ダム群とどう

いうふうに付き合っていくのかというのが、北上川流域にとって非常

に大事だと思うのですが、流域全体にわたって、どういうふうに土砂

に関わる課題が分布しているのかが、６６ページの土砂管理の資料だ

けだとなかなか読みにくいと思いました。新しい基本方針での河道配

分流量については、基本的に引堤が困難であることや、河床を掘り下

げることが難しいということで、河道配分流量はそのまま同じ、増や

さない、あるいは吉田川の方で少し増やすというふうなことですが、

それが周辺の土地利用の制約だけの話なのか。横断図を見ると、かな

り高水敷に土砂がたまっていそうなところを堤防防護ラインぐらいま

で掘削して、何とか流量を確保していこうというふうに見えるのです

が、そもそも土砂の堆積とか二極化とかで、維持管理上、これ以上河

道配分流量を増やせない状況にあるのかといった、河道の中での土砂

の課題の構図がちょっと分からなくて、そういったことがないのかど

うか。総合土砂の資料の中では、全区間を通しておおむね安定傾向に

あるというふうに書かれているんですけれども、一方で河道掘削をし

ながら、その結果としての最深河床や平均河床が安定傾向ということ

は、河道を維持するために相当努力をされながらそういったデータに

なっているのではないかと感じました。河道の維持管理が難しくなる

と、なかなかダム下流への置土みたいなことを考えるときも、環境上

の視点も当然必要ですけれども、河道の治水上の機能の維持の観点か

ら、実際どういうことが実現可能といったことにつながってくるよう

に思いますし、ダム群全体として、将来的に機能を確保していくため

のダムの堆砂の問題にも、一つのダム単独でというよりは、水系全体

としてどういうふうな土砂管理をしていくといったことが、この水系

全体としての機能確保の上で大事なように思うので、何かそこの土砂

に関する水系内の課題の構図みたいなものを少し調べていただけると

いいと思いました。 

【中北委員長】  大事な視点、ありがとうございました。それでは、最後ですが、髙

村委員。最後、また清水委員の手が挙がりましたので、清水委員まで

行きたいと思います。里深委員も手が挙がっているね。もう皆さんに

お伺いしたいと思います。つながっているかな、髙村委員、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 
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【髙村委員】  ありがとうございます。私、この河川を見せていただいて、広大な

河川で、割と自然環境が良好な河川だなという印象は受けました。最

初に盛岡市に行き、一関で泊まりましたが、都市の中で水と触れ合う

重要な場所があって、人々が河川敷をかなり利用するのではないかと

思いました。都市の自然空間としての河川敷をどう整備していくのか

という観点が資料の中にあまり見えてこなかったので、その辺りをお

伺いします。最初に行った盛岡のところはすごく暑くて、木も植えて

いなくて、そこにずっといるのは大変だと思いましたし、一関の河川

敷では必要がないのに、どうしてここがコンクリートなのかと思った

場所もありました。芝が植えてありランニングしている人もいたので

すが、暑い中でちょっと大変だなと思いました。豊かな日常の暮らし

を支えるような河川空間がここにはあるので、上手く活用できればい

いなと思いました。あと、生態系ネットワークのところ、中村先生が

言われたのですが、ここの川というのは６ページのように、川の両岸

が森林で覆われているとか、結構恵まれた自然環境があり、良好な河

川環境を維持していく、大きなソースになっているのではないかと思

いました。そういう点も評価していただければありがたいなと思いま

す。以上です。 

【中北委員長】  どうもありがとうございました。続きまして、里深委員、清水委員

という順番でお願いします。 

【里深委員】  ありがとうございます。私からも先ほど中村太士委員、あるいは戸

田委員からの話もあったのですが、ここは非常に流域にダムが多いと

ころで、ダム堆砂のことというのは、やはり総合的に考えなければい

けないと思うんですけれども、ここの流域だけにかかわらず、最終的

に計画堆砂量があって、それが１００年で埋まってしまうまでは計画

どおりに堆砂が進んでいますよという考え方が、本当にそれでいいの

かどうかということですね。長い目で考えれば、これから先、土砂生

産が減るということはまずないわけですが、あくまで１００年分の余

裕があるみたいな格好で捉えるべきであって、本来は増加しているけ

れども、まだその計画から大きく上回っていないからそれでいいんで

すよということが、本当にこれから先の時代もそれでいいのかという

ことを、まずもってそこで考え方を転換していく必要があるのではな

いかと。流域全体で土砂のバランスを考えるときに、堆砂量は堆砂量

で計画どおりであれば、それは許容しますということから抜け出して

もいいのではないかとは思います。特にここはダムの多いところなの

で、考えてもいいかなと思いました。ありがとうございます。 

【中北委員長】  大事な視点、どうもありがとうございました。それでは、最後、清

水委員、どうぞよろしくお願いいたします。 



 

34 

 

発言者 内容 

【清水委員】  １４ページの北上川の計画高水流量で教えてほしいんですが、それ

ぞれ最大流量の決定波形が違って、明治橋のところが昭和３３年で、

狐禅寺が平成１４年、和渕は昭和２３年、下の方ですね。波形として

はパターンが７波形、７洪水の波形を使っているという認識で良いで

すか。聞きたいのは、例えば１４ページの流配を見ていると、例えば

上から、明治橋のところで、３,１００㎥／ｓというのが決定されてい

るのが、上の中津川とか雫石川とか、上から来ているものは９００㎥

／ｓと１,５００㎥／s、１,２００㎥／ｓを足すと大体３,６００㎥／

ｓぐらいになって、これを３,１００㎥／sで流そうということになっ

ていると、これは河道の中で４００㎥／ｓぐらいは低減させようとい

うということなのでしょうか。波形が一つだと、足し合わせができて

３,１００㎥／ｓというのは決まってくると思いますが、そういう理解

でいくと、この辺りで５００㎥／sぐらいは貯留しなければいけない

ということになるのかどうかを教えてください。また下流では、８,２

００㎥／ｓと書いてあるところで、２００㎥／sぐらい増えているよ

うに思います。それから、一関遊水地の効果はどのぐらいなのかとい

うところで、足し算で見てみると大体、上の８,２００㎥／ｓと１,５

００㎥／ｓと１,８００㎥／ｓで、１万１,５００㎥／ｓが下流で８,５

００㎥／ｓになる。だから、３,０００㎥／sカットぐらいの力なのか

なというところで、流配を見てみると、そんな形になっているわけで

す。一関遊水地というのが大きい位置づけですが、これは既存のもの

からあまり変えなくて、このぐらい発揮できるのかどうかとか。例え

ば狐禅寺のところで見てみると、従来は１万３,６００㎥／ｓが８,５

００㎥／ｓで、５,１００㎥／sカットというのがあった中で、気候変

動対応では５,１００㎥／ｓが７,２００㎥／ｓになるわけです。河道

配分流量が８,５００㎥／ｓで、７,２００㎥／ｓだから、ほぼ同じぐ

らいの大きさのものをカットしなければいけないという努力がどこに

出てくるかというのがよく分からないというのがあります。これは相

当な洪水調節流量の増大です。その実現性、河道の計画高水流量の形

成で補足説明をしていただきたいというのがあります。今日ではなく

ても構わないので、その辺をまた教えてください。 

【中北委員長】  ありがとうございます。今の補足説明をもうちょっと、あるいは分

かりやすく説明いただきたいということですね。基本高水、それから

計画高水の流配、これは阿武隈川のときの支川との話でもよく出てき

ますけれども、波形と、それから流配図の足し算になっていないもの

を含めて、あるいはどこで持つのかというところを毎回聞いているの

で、もうちょっと清水委員が質問しない程度の書き方をしてもらうの

が一番いいかなとは思いますけれども、このようにしてやり取りしな
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がら、いい表現の仕方に最後は収束していければと思います。皆さ

ん、たくさんありがとうございます。お答えいただくのも大変と思い

ますが、まずは流量関連で今の清水委員の話と、それから事前放流関

連ですね、お二人から質問をいただいて、基本方針の中での位置づ

け、実際に効果として計算されたのは、どういうリードタイムとか、

どういう場合に効果があるか、後の方はどういう場合に効果があるか

整理していただきたいと。それから、中村公人委員からは農地の二線

堤、あるいは遊水地の中での役割について、もう少し意味ある形の説

明があればありがたいということ。それから、山田委員はやはり東北

の方は増えていくので、同じ１.１倍といっても超過洪水的なものはよ

りリスクが高くなる、リスクというか、より考えないといけないので

はないかということ。あとは土砂関連で、皆さんも関係しているので

すが、戸田委員の視点は河道の掘削であり、いろいろなところで土砂

と関連するところがあるんだけれども、土砂の総合管理とどう関係、

つじつま的なものがちゃんと考えられているのかと。それから、ダム

群としての土砂管理の役割と。里深委員からは、もうそろそろ根本的

な考え方、ここを例に考え直してみるという機会にはならないのかと

いうことですね、というのをいただいています。それから、髙村委員

の方は、ええ自然のところだよねというのを前提にお話しいただきな

がら、場所によって違う水辺空間、そこら辺のところをもうちょっと

書いた方がいいし、違いについて少し説明いただきたいと。というの

で、これで全部ですかね。では、答えられる範囲で答えていただけれ

ばと思います。よろしくお願いします。 

【事務局】  御意見ありがとうございます。事前放流につきましては、利水者と

結んでいる治水協定の中でダムの放流能力を見たときに、３日間で水

位がどれだけ下げられるかということを計算してございます。その水

位というか、容量が空いている条件で、要するに洪水を目的とするダ

ムであれば、我々が洪水調節に持っている容量プラス、事前放流で空

いている条件下で計算して、その効果分をこの棒グラフでいくとオレ

ンジ色のところ、洪水調節流量の中で効果量を見込んでおります。３

日分の容量を丸々見込んでいいのかというのはいろいろ議論があると

ころでございますけれども、この１００年、２００年という方針を今

考えているということで、予測精度の問題はありますが、１００年、

２００年後の予測精度ということを念頭に、３日分を丸々効果量とし

て見込むという整理をしてございます。次は、二線堤と最初の堤防と

の間の農地の位置づけについては少し考えたいと、勉強したいと思い

ます。それから、遊水地の水のため方のことを言われていると思うん
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ですけれども、どのように水をためていくんだということだと思うの

ですが、そういうことですかね。 

【中村（公）委員】  農地に利用されているか、されていないかとか……。 

【事務局】  そこは少し整理をしたいと思います。それで、さっき事前放流の容

量の話をしましたが、シナリオは主要降雨波形群、基本高水を出すと

きと同じ雨、要するに主要降雨波形群を流してみたときに、たくさん

容量が空いている前提で流出の計算をするということですので、そう

いったシナリオを想定しているところでございます。それから、山田

委員からいただいた超過洪水につきまして、先日、論文もいただいて

まだ読み込めていないので、それを勉強させてもらうのと、あと、表

現としてどうやってそこの危機感を伝えていくのかという表現につい

ては検討させていただきたいと思います。それから、総合土砂の話、

戸田委員から、ダムだけの話になって、ダムもピンポイントでそこの

貯砂床止めの対応だけになっていますので、どんなデータがあるかを

もう少し整理しまして、あと里深委員から、もう少しさらに今の計画

堆砂量という設計の考え方では駄目なんじゃないかというような御意

見ですけれども、計画堆砂量に収まっているから良いと思うのではな

くて、計画堆砂量に収まっていても何かもう少し良くなる方法を考え

ろということと思いますが、検討したいと思います。それから、都市

の中での河川空間の利用の話を髙村委員からいただきましたけれど

も、前回の流域の概要の中で、北上川はかなり頑張って空間利用をし

ているというところを説明させてもらいましたが、これで不足してい

る点があるかどうかはまた先生とやり取りする中で確認させてもらえ

ればと思います。あとは、両岸が森林で覆われていて、そういう環境

を維持するのがいいというような話、これはたしか片野委員からも何

か同じように、北上川はいろいろな自然環境上いいという意見をいた

だいていたかと思いますが、その辺の自然の河川環境の意味合いと

か、少し検討させてください。それから、清水委員からの話ですが、

肝属川でもお話ししましたけれども、基準地点における主要降雨波形

群があって、それと同じ波形を流してみて、支川の通過流量の中で一

番大きいものを書くというのが基本的な考え方にはなっていて、基本

方針ですので、そこにため物をつくるとかそういう想定をすると、単

純にその数字にはならないわけですけれども、基本的には基準点と同

じ降雨波形を流してみるというのが基本的な考え方になろうかと思い

ます。あとは、そういった中で、狐禅寺で７,２００㎥／sの洪水調節

流量を確保する必要があることについて、この棒グラフだけでいいの

かという意見かと思います。これは土器川の審議と共通するところも
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あると思いますが、どう見せていくのかというのはまた考えたいと思

います。 

【中北委員長】  ありがとうございます。清水委員の、今、回答いただいた下流の基

準地点の話と支川のあれの話は、今日のダブルヘッダーの２回目のと

ころでまた出てくると思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。以上、お答えいただきましたが、あえて何か一言、言いたい人は

いますか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。一挙に貯金

を使い尽くしまして、今度は１５分ぐらい押すようになってまいりま

した。すごく貯金があったのに、皆さん、本当に全員話していただき

まして、ありがとうございました。事務局の方、どうぞよろしくお願

いいたします。それでは、ここで北上川水系・鳴瀬川水系の変更につ

いては終わらせていただきます。また、次回、続けての御議論という

ことになります。では、最後に大分川水系の河川整備基本方針の変更

について、御説明をどうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局】  それでは、資料３－１を御覧ください。大分川水系河川整備基本方

針について説明させていただきます。 

流域の概要でございます。４ページを御覧ください。大分川はその

源を由布岳に発しまして、湯布院を流れ、南から芹川と合流しまし

て、中流部の峡谷を流下、その後、北から賀来川、南から七瀬川と合

流しまして、大分市を経て別府湾の方に注ぐ河川となってございま

す。流域内の自治体は大分市、別府市、由布市、豊後大野市、竹田

市、玖珠町、九重町となってございます。基準地点は赤い四角で示し

ております府内大橋地点となってございます。右上の流域内の人口は

増加傾向、右下の降雨特性ですが、年平均２,０００ミリ程度となって

いて、全国平均では多いといった状況でございます。５ページを御覧

ください。左下が上流、それから中央が中流、右下が下流の写真とな

ってございまして、大分川の河口部は製鉄所、中小工業団地が存在す

るなど、人口・資産が集積しているところでございます。６ページを

御覧ください。左上の人口・資産の密度は九州の一級河川の中で最も

高い河川となってございます。右上の土地利用でございますけれど

も、円グラフを見ますと、緑色の森林が８割、黄色の水田・畑地が約

１割、紫色の宅地等が約１割となってございます。昭和５１年と令和

３年の比較におきましては、黄色の水田・畑地が減少しまして、紫色

の宅地が増加してございます。７ページを御覧ください。左側が大分

市の立地適正化計画になってございます。大分市は平成３１年３月に

立地適正化計画を策定し、令和６年３月に防災指針を位置づけており

ます。居住誘導区域の設定に当たっては、急傾斜地、崩壊危険区域、

地滑り防止区域、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域などにつ
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いて除外してございます。浸水想定区域については、居住誘導区域か

ら全て除外することが現実的ではないため、防災まちづくり方針にお

いて水害リスクの分析を行うとともに、リスクの周知・啓発強化を図

り、早期避難の意識醸成に努めるということと記載してございます。

それから、右側が由布市の立地適正化計画となってございます。由布

市は令和６年４月に立地適正化計画を策定してございます。居住誘導

区域の設定に当たっては、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、土砂

災害特別警戒区域、地滑り防止区域について除外してございます。想

定最大規模降雨の浸水想定区域につきましては、浸水深３メートル以

上の区域及び家屋倒壊等氾濫想定区域について除外してございます。

８ページを御覧ください。過去の降雨・流量の状況で、上段が２日雨

量、下段はダム氾濫戻しの年最大流量でございます。観測史上第１位

の降雨は、平成１７年９月の洪水で現行の計画規模を上回る降雨とな

っております。観測史上第１の流量は平成５年９月の台風第１３号に

よる洪水で、現行の基本高水のピーク流量を上回る洪水は発生してご

ざいません。豊・平・低・渇の流量に大きな変化はございません。９

ページを御覧ください。主な洪水と治水計画の経緯でございます。昭

和５年に大分県により治水事業が本格的に開始、昭和１６年に直轄事

業に着手してございます。昭和２８年６月の梅雨前線による豪雨で

は、大分市も含めて大きな被害が発生してございます。昭和４２年に

工事実施基本計画を策定、昭和５４年には基本高水のピーク流量、府

内大橋地点で５,７００㎥／ｓ、計画高水流量５,０００㎥／ｓとした

工事実施基本計画の見直しを行ってございます。平成５年９月に台風

第１３号により、既往最大の洪水が発生し、支川七瀬川を中心に大き

な被害が発生してございます。平成１８年に工事実施基本計画を踏襲

した河川整備基本方針を策定、平成１８年に河川整備計画を策定して

ございます。１０ページを御覧ください。平成５年９月の洪水では、

台風第１３号により左上の等雨量線図のように、本川下流部や賀来川

を中心に強い降雨となってございます。右上の図の方に昭和２８年の

洪水と平成５年の浸水範囲を示してございまして、平成５年の洪水で

は支川七瀬川を中心に浸水が発生してございます。１１ページを御覧

ください。大分川における主な治水対策でございます。左下の方にあ

りますけれども、昭和２８年に大分県が芹川ダムの建設に着工してお

りまして、昭和３１年度に完成してございます。それから、右上の方

になりますけれども、昭和６３年度から平成８年にかけて流下能力向

上のために、蛇行河川を直線化する捷水路工事を支川七瀬川で実施し

てございます。上段の中央ですけれども、平成５年９月の出水等によ

る被害を受けまして、大分川床上浸水対策特別緊急事業として、支川
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の尼ヶ瀬川の排水機場を平成１３年度に完成させております。それか

ら、左上ですけれども、国分地区の引堤が平成１７年度に完成、右下

にありますけれども、支川七瀬川の上流にななせダムを整備しており

まして、令和２年度より運用を開始してございます。１２ページを御

覧ください。動植物の生息・生育・繁殖環境の概要でございます。上

流域は湯布院を流れておりまして、周辺に広がる水田や水路と連続し

た水辺環境にドジョウやトノサマガエル等が生息してございます。中

流域は、切り立った崖上の河岸にアラカシ林が分布しており、発達す

る瀬・淵にアカザやカジカガエル等が生息し、ダム湖の水面にオシド

リが生息してございます。下流域は複雑な水際線が形成され、瀬を産

卵場とするアユ、それから河原にはコチドリ、干潟にはハクセンシオ

マネキ等が生息してございます。支川七瀬川の水辺では、小型のゲン

ゴロウ等が生息し、支川賀来川にはアオハダトンボ等が生息してござ

います。１３ページを御覧ください。大分川では平成２０年度より、

河川工学の有識者、動植物や漁業関係の有識者で構成される河道管理

環境検討委員会を設置し、河川工事の際に環境配慮の助言を受ける体

制を整えてございます。工事に先立ち、具体的な環境配慮の事項の検

討を行うとともに、施行後も環境の変化についてモニタリングを行っ

てございます。１４ページを御覧ください。大分川河口の津留地区に

おける治水と環境の両立を目指した河道整備の状況でございます。当

地区で実施した河道の掘削においては、干潟に生息したハクセンシオ

マネキを保全するために、施工前にハクセンシオマネキを下流に移動

させるとともに、生息地の表土やヨシを隣接地に仮置きしてございま

す。その後、必要な流下能力を把握するための掘削を行うとともに、

一部、ハクセンシオマネキが好む地盤高となるような掘削も行いまし

て、生息地の表土やヨシを撒き戻してございます。現在、当地区では

干潟が形成され、ヨシ原が再生してございます。１５ページを御覧く

ださい。大分川水系の河川空間は散策、スポーツ等の場として利用さ

れてございます。また、水質は全ての環境基準点において環境基準値

を満足してございます。１６ページを御覧ください。大分川は利活用

できる水辺空間が限られてございまして、大分市中心部に面した下流

域の河川敷を活用した「かわまちづくり」が令和４年８月に登録され

ているところでございます。１７ページを御覧ください。河川協力団

体等の活動でございます。大分川水系では、記載のように２つの河川

協力団体をはじめ、６つの団体が河川清掃などに取り組んでございま

す。 

続きまして、基本高水のピーク流量の検討でございます。２０ペー

ジを御覧ください。工事実施基本計画、河川整備基本方針における基
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本高水のピーク流量設定の経緯の概要でございます。昭和５４年に改

定した工事実施基本計画では、府内大橋地点の計画規模を１００分の

１、降雨継続時間を２日、対象降雨量を２日５３０ミリとしまして、

昭和３４年８月洪水の降雨波形を採用して、５,７００㎥／sを基本高

水のピーク流量として設定しました。平成１８年に策定した河川整備

基本方針では、年最大流量と年最大降雨量の経年変化、流量データに

よる確率からの検討、それから、既往洪水による検討などから工事実

施基本計画の基本高水のピーク流量は妥当であると判断し、踏襲する

ことといたしました。２１ページを御覧ください。府内大橋地点の計

画対象降雨の継続時間は、時間雨量データの蓄積等を踏まえ、今回、

見直しの検討を行いました。見直しに当たっては、他水系と同様に、

左側の洪水到達時間、右上のピーク流量と時間雨量との関係、右下の

強度の強い降雨の継続時間などの検討を踏まえまして、現行の２日を

９時間に見直すこととしました。２２ページを御覧ください。計画規

模につきましては、現行の１００分の１を踏襲し、昭和２８年から平

成２２年までの雨量データにより水文解析を行った結果、年超過確率

１００分の１の降雨量は９時間雨量で３０６ミリとなり、これに１.１

倍の降雨量変化倍率を乗じた３３７ミリを計画対象降雨の降雨量と設

定することとしました。２３ページを御覧ください。検討に用いる主

要洪水としては、下の表に示す２１洪水を選定し、９時間雨量で３３

７ミリとなるように引き伸ばした降雨波形を作成しまして、流出計算

を行ったところ、短時間若しくは小流域に著しく偏った５洪水を棄却

すると、昭和１６年１０月洪水の６,９７９㎥／sが最大となりまし

た。２４ページを御覧ください。計画対象降雨９時間３３７ミリに近

いｄ２ＰＤＦの過去実験、将来実験のアンサンブル将来予測降雨の降

雨波形を９時間３３７ミリになるように引き伸ばした降雨波形を作成

しまして、流出計算を行ったところ、流量は毎５,３９５㎥／sから

７,８８８㎥／sとなります。２５ページを御覧ください。アンサンブ

ル将来予測降雨波形を用いた空間分布のクラスター分析の結果、クラ

スター１から５のパターンに分類されました。また、それぞれのクラ

スターに分類される実績の主要洪水が存在することを確認しました。

２６ページを御覧ください。府内大橋地点の基本高水のピーク流量

は、①に示す現行の基本高水のピーク流量は５,７００㎥／s、②に示

す雨量データによる確率からの検討で算定した最大流量は６,９７９㎥

／s、③で示したアンサンブル予測降雨波形を用いた検討結果は５,３

９５㎥／sから７,８８８㎥／s、④に示す既往洪水、平成５年９月洪

水のダム氾濫戻しの流量は４,２６７㎥／s、以上の結果から、６,１７
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９㎥／s、丸めて７,０００㎥／s、府内大橋地点の基本高水のピーク流

量として設定することとしたいと考えてございます。 

続きまして、計画高水流量の検討でございます。２９ページを御覧

ください。オレンジの点線で示す中・上流部では、地域社会への影響

や河川利用・河川環境への影響等を踏まえた河道配分流量の増大の可

能性、支川も含めて既存ダムの有効活用や新たな貯留・遊水機能の確

保の可能性を検討しました。緑色の点線で示す下流部では、地域社会

への影響や河川利用・河川環境への影響を踏まえた河道配分流量の増

大の可能性を検討しました。３０ページを御覧ください。こちらは河

口部付近でございますが、当該区間は宅地や事業所等が密集している

ことから、引堤は社会的な影響が大きく、困難であることを確認しま

した。また、舞鶴橋上流の干潟では、コチドリやヒモハゼ、ハクセン

シオマネキ等が生息・繁殖するほか、ヨシ原はオオヨシキリ等の生

息・繁殖場となっておりまして、干潟環境の保全・創出が必要である

こと、それから、干潟の下流側の掘削は河床の安定性が確保されず、

再堆積が予見されることを確認しました。これらを踏まえまして、河

道配分流量増大の可能性を検討したところ、当該区間で府内大橋地点

で５,４００㎥／s相当の流下能力の確保が可能であることを確認しま

した。３１ページを御覧ください。大分川水系においても治水協定に

基づいて、利水ダム等の事前放流を実施してございます。３２ページ

を御覧ください。事前放流による効果量を府内大橋地点で試算したと

ころ、洪水の波形によって、０から１３０㎥／s程度であることを確

認しました。３３ページを御覧ください。貯留・遊水機能の確保につ

いての検討でございます。中・上流部の本川・支川におけるダム再生

など、既存施設の有効活用や新たな貯留・遊水機能の確保によって、

府内大橋地点で１,６００㎥／sの洪水調節が可能であることを確認し

てございます。３４ページを御覧ください。以上を踏まえまして、府

内大橋地点においては基本高水のピーク流量が５,７００㎥／sから

７,０００㎥／sに増大することに対応するため、河道配分流量を５,

０００㎥／sから５,４００㎥／sに、４００㎥／sを増やし、洪水調

節流量を７００㎥／sから１,６００㎥／sに、９００㎥／sを増やす

ことにしたいと考えてございます。３５ページを御覧ください。温暖

化により２℃上昇し、海面が４３センチ上昇した場合の出発水位で流

出計算を行った結果、水位が青色の線となってございますけれども、

赤色の線の計画高水位以下で流下が可能であることを確認してござい

ます。 

続きまして、集水域・氾濫域における治水対策でございます。３８

ページを御覧ください。左が国による霞堤の保全、右上が大分県によ
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る田んぼダムの取組、右中央が大分県によるため池の貯水機能の強

化、右下が森林整備センターによる水源涵養林の整備でございます。

３９ページを御覧ください。左が大分県による砂防治山施設の整備、

右上が大分市による内水被害軽減のための排水ポンプ場の整備となっ

てございます。右中央が雨水貯留タンクを購入・設置する際の費用補

助として、大分市が半額を補助してございます。それから、右下の建

築物の浸水対策として設置する止水板を購入・設置する費用の半額を

大分市が補助してございます。４０ページを御覧ください。左上は大

分県による高齢者施設等における避難訓練の取組、左下が国、由布市

におけるマイ・タイムラインの作成支援、右下が国、大分県、由布市

における出前講座の実施となってございます。４１ページを御覧くだ

さい。左上が大分市の消防団による水防活動、上段中央が大分県によ

る水防警報発令システムの整備、右上が浸水範囲と浸水頻度を分かり

やすくした水害リスクマップの整備、下段が大分市による水害監視カ

メラの設置と、ウェブサイト上での公表の取組となってございます。 

続きまして、河川環境・河川利用の検討でございます。４４ページ

を御覧ください。左上の魚類は増加傾向、鳥類の種数は大きな変化は

ございません。左下の植物群落は、左の灰色の自然裸地が減少、掘

削、樹木伐採等によって、中央の緑色の樹木群が減少しまして、右の

ピンク色の人口裸地が増加してございます。また、左のオレンジのオ

ギ群落が増加してございます。年平均気温、年平均水温は上昇傾向で

ございます。４５ページを御覧ください。干潟を代表する重要種のヒ

モハゼとハクセンシオマネキの経年変化を整理してございます。左が

干潟の面積の経年変化で、１キロから２キロの干潟に大きな変化はご

ざいません。中央がヒモハゼの個体数、右側がハクセンシオマネキの

個体数となってございます。４６ページを御覧ください。区間支川別

に河川環境管理シートの情報などを踏まえて、生物の生息分布状況等

を分析しまして、河川環境の目標を設定してございます。こちらは大

分川の河口、感潮域の目標設定についてでございます。ヨシ原はオオ

ヨシキリ等の生息・繁殖場となっているほか、シオクグが生息する干

潟ではコチドリやヒモハゼ、ハクセンシオマネキ等が生息・繁殖して

ございます。水面はヒドリガモやセグロカモメ等の多くの渡り鳥の休

息場となっているほか、シマイサキ等の魚類が生息してございます。

また、サンカクイが生息するワンドでは、タケノコカワニナが生息・

繁殖してございます。このため、オオヨシキリが生息・繁殖するヨシ

原を保全・創出するとともに、シオクグが生育し、コチドリやヒモハ

ゼ、ハクセンシオマネキ等が生息・繁殖する干潟を保全していきたい

と考えております。また、ヒドリガモやセグロカモメ等の渡り鳥が休
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息し、シマイサキ等の魚類が生息する水面、それから、サンカクイが

生育し、タケノコカワニナが生息・繁殖するワンドを保全していきた

いと考えてございます。４７ページを御覧ください。現状評価と目標

設定の一覧でございます。４８ページを御覧ください。河道掘削にお

きましては、多様な生物が生息・生育・繁殖する水際環境を保全・創

出することを基本方針としてございます。右側にお示ししているよう

に、同一河川内の良好な河川環境を有する区間、ここでは干潟、ヨシ

原が形成されている感潮区間の河道断面を参考に掘削方法を検討して

ございます。４９ページを御覧ください。上段の外来種が優占する植

物群落の割合は増加傾向となってございます。下段の特定外来生物

は、植物ではオオフサモ、アレチウリ、オオキンケイギク、魚類では

ブルーギル、オオクチバス、底生動物ではアメリカザリガニ、鳥類で

はガビチョウ、ソウシチョウ、両生類ではウシガエル、爬虫類ではミ

シシッピアカミミガメ、哺乳類ではアライグマが確認されてございま

す。今後、在来生物への影響が確認される場合は、在来生物への影響

を軽減できるように、関係機関と迅速に情報を共有するなど、連携し

て適切な対応を取っていきたいと考えてございます。続きまして、５

０ページを御覧ください。大分川の生態系ネットワークにつきまして

は、一部で横断工作物による縦断的な連続性の分断や、樋門・樋管等

による横断的な連続性の分断が見られるものの、河口干潟にハクセン

シオマネキが生息し、支川にアユの産卵場が多数分布しており、地域

の漁業協同組合と連携して、川に親しむとともに、地域活性化につな

がる取組が行われております。このため、河口干潟を保全・創出する

掘削、堰や樋門等の改築などによる水域の連続性の確保や、多自然川

づくりを進めていきたいと考えてございます。また、流域の関係者と

連携して、連続性の確保や生息場の保全・創出に取り組みまして、大

分川を地域交流の場として御利用いただき、地域振興、経済活性化を

目指していきたいと考えてございます。 

続きまして、総合的な土砂管理でございます。５３ページを御覧く

ださい。山地領域では、大分県により砂防堰堤等の整備が行われてご

ざいます。ダム領域では、一部のダムで計画に対し土砂堆積が進行し

ているため、引き続き、堆砂のモニタリングをしていきたいと考えて

ございます。河道領域では、湾曲部などで局所的な堆積、洗掘が見ら

れますが、大きな変化はございません。河口部・海岸流域は、大分臨

海工業地帯として開発されておりまして、自然海岸がないところでご

ざいます。 

流域治水の推進でございます。５６ページを御覧ください。大分川

水系流域治水プロジェクトは、九州地方整備局、大分県、大分市、竹
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田市、豊後大野市、由布市、九州農政局、大分地方気象台、大分森林

管理署、森林研究整備機構、森林整備センター等で構成される「大分

川・大野川水系流域治水協議会」において検討を進め、令和３年３月

に「流域治水プロジェクト」を策定・公表し、随時更新してございま

す。また、気候変動の影響に対応するため、令和６年３月に「流域治

水プロジェクト２.０」を策定・公表して、取組を進めてございます。

５７ページ、５８ページに、令和６年３月に更新した「流域治水プロ

ジェクト２.０」の内容を掲載してございます。資料の説明は以上とな

ります。 

【中北委員長】  どうもありがとうございました。それでは、資料３－１について、

各委員から御意見をいただきますが、その前に、大分川水系に精通し

た委員であられます東野委員から御意見を頂戴したいと思います。東

野委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

【東野委員】  どうもありがとうございます。大分高専の東野です。御検討、御説

明ありがとうございました。私からは、今、御説明がございました中

で私が関わらせていただいております河道管理環境検討委員会です

が、平成２０年に設置されまして、これは河道掘削や樹木伐採の際

に、景観とか水辺の動植物、若しくは生態系を専門とする先生方で構

成する委員会で、事前にどういうふうなインパクトがあるかというの

を検討する委員会でございます。もう１０年以上やらせていただいて

おりまして、特に施行後の河川環境や生態系の変遷を把握する上では

大変貴重かと考えております。それの一つの例としまして、流下能力

が不足する河口付近での河道配分流量増大の可能性について、従来か

らこれは懸念がございました。大分川下流市街地は堤防が概成してお

りまして、背後地や住宅は事業所が密集していますので、引堤による

河道配分流量の増大を図ることは非常に難しい状況でございます。御

説明にもございましたとおり、河口付近の右岸側には干潟が僅かに残

っておりまして、シオクグが生息する干潟では、コチドリやヒモハゼ

に加えて、絶滅危惧種のハクセンシオマネキ等が生息・繁殖しており

ますほか、ヨシ原はオオヨシキリ等の生息・繁殖場となっておりま

す。河道掘削とかがこれらのハビタットにどういうふうな影響を及ぼ

すのか、そういったこともいろいろ検討いただきまして、掘削方法等

も検討した結果、何とか府内大橋基準地点におきまして、５,４００㎥

／sの流下能力は確保可能であるという結論が出ましたので、治水と

環境の調和という面ではこれが具現化されているように感じました。

あと、大分川で利活用できる水辺空間は限られておりますので、大分

市中心部に面した下流域の河川敷を活用しました「かわまちづくり」

が令和４年８月からスタートしております。スポーツやアウトドアに
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人々が親しむ憩いの場として、親水性を考慮した水辺拠点の整備、そ

して沿線の歴史的観光資源と連携したイベント等によりまして、地域

の魅力向上、地域活性化、観光振興などを図ることを目的としており

ます。大分川の河川整備がこのような地域貢献の一助になるというこ

とも期待しているところでございます。以上、大分川流域、下流域に

ついて取り留めなく述べさせていただきましたけれども、私からは以

上とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【中北委員長】  東野委員、御説明ありがとうございました。それでは、その他の委

員の皆様方からの御意見、コメントもインバイトしたいと思います。

よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。順番に言っていただ

いていいですか。佐山委員、清水委員、知花委員の順番でお伺いした

いと思います。 

【佐山委員】  御説明どうもありがとうございました。簡単な確認なのですが、資

料２３ページの左下に図がありますけれども、ピーク流量というのを

書いていて、これは府内大橋の基本高水のピーク流量ということでよ

ろしいですか。例えば令和２年７月だと１万㎥／sとかで、これ…

…。 

【事務局】  すみません、多分、印刷か色のあれかでグレーハッチになっている

やつは、これは棄却されているものが、時間分布と右側に書いていま

すけれども、これは時間分布が著しく偏っているということで棄却さ

れていて、棄却されていないもので選ぶと、一番大きいのが６,９７９

㎥／sという整理になってございます。 

【佐山委員】  例えば平成１６年１０月というのは６,９７９㎥／sですよね。 

【事務局】  はい。 

【佐山委員】  左下の図だと、３,５００㎥／sぐらいに来ているように思うんです

けれども、ちょっと縦軸が何となく……。 

【中北委員長】  どれを指しているのかが、質問の意味が分からないのでもう一遍ち

ょっと、画面の上で、あるいはキャッチした事務局の方で教えていた

だけますか。 

【佐山委員】  私、縦軸のオーダーが何となく小さく見えるんですけれども、縦軸

の範囲が、左下だと……。 

【中北委員長】  ５,０００㎥／ｓまで。 

【佐山委員】  ５,０００㎥／sまでですよね。上の表と対応しているのかなと思っ

たんですけれども、私の勘違いですかね。 

【中北委員長】  上はもっと高い流量で出てるよね。 

【佐山委員】  はい。 

【中北委員長】  そういう質問ですよね。 

【事務局】  確認します。 
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【中北委員長】  お願いいたします。佐山委員、ありがとうございました。知花委

員、御意見をお伺いしたいと思います。 

【知花委員】  ありがとうございました。８ページのところで、私があまり専門じ

ゃないので、ほかもこういうことは多いのかもしれませんけれども、

これまで２日で５３０ミリというのが設定されていて、結構それに近

い降り方とか、雨の量からすると一回は超えているわけですよね、平

成１７年ですか。ただ、流量を見ると、５,７００㎥／ｓに比べて何か

結構小さい気がするんです。だから、要はこれまで選定されていたハ

イドロがちょっと、かなり尖ったやつだったのかなと勝手に推測する

んですけれども、それと、今回の計画とでどうなっているのかなと。

いや、この程度のことはよくあるということだったら結構なのです

が、それが気になったので、ハイドロの選定について教えてください

というのが１つ目です。２つ目は流量の話で、３２ページで、さっき

から話題になっている事前放流ですけれども、こうして見ていると今

回の検討は、ずっと前から考えてもゼロが大半で、１回だけ１３０㎥

／ｓということを考えると、これもまた何で常にゼロ、そういう使い

方が難しいんだろうと思うのですが、うまくいけば１３０㎥／ｓで基

本はゼロと考えると、今後もこの事前放流の効果は見込めないんでし

ょうかというところが２つ目です。３つ目、全然違う話で、戻ってい

ただいて１４ページでハクセンシオマネキのところ、これは面白い事

例だなと思って見ているんですけれども、写真は施工後２年なので令

和４年のときの状態が写っていて、掘った状態からあまり変化がない

ということはよく分かります。一方で令和４年の出水を経て、令和５

年にドンと個体が増えているんですよね。だから、そこで何があった

のかが結構大事なのかなと思いました。関連してその上に、「今後も

河川環境への影響を最小限とする取組を継続していく」というところ

が、こういったことを踏まえて、同じようなことをあちこちでやって

いくという意味なのか。だとしたら、場をつくるということに加え

て、令和４年の出水を経て令和５年にドンと増えたという、この辺の

メカニズムがあると今後の参考になるのかなと思いました。何か素人

っぽい質問ばかりですみません。以上です。 

【中北委員長】  ありがとうございます。今の環境の話も混ざりましたので、環境の

話はまた後で、皆さんの御意見をお伺いした後に御回答いただくと。

先に流量の方を行きたいと思いますが、あと清水委員、立川委員、お

願いしてよろしいですか。勝手に流量の話と言ってしまいましたが、

もちろん違うことを言っていただいても結構です。すみません。 

【清水委員】  多分、違うと思います。１０ページを見ていただいて、この平成５

年のときの流量が、このときに４,３００㎥／ｓ――計画は５,０００
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㎥／ｓかな――ぐらい流れたときの、そのときの被害の浸水状況が上

に書いてありますけれども、特に七瀬川の方でひどいのかな。これは

実際、外水氾濫なのかどうか教えてください。内水じゃなくて外水氾

濫。それと、裏側に洪水の想定規模、区域図、計画規模というのがあ

ります。この色、キャプションがないんだけれども、多分、赤の方が

黄色よりも深いんでしょうね。面白いあふれ方をしているなというの

が本川です。何というかな、霞堤みたいな感じで切れて、本川のピン

ク色のところが交互にこうなって、下流から上流に向かって広がって

いるような、下流から霞堤みたいに広がって氾濫しているかなとい

う。こういう形態がどうしてこの想定区域図の中に出てきているのか

ということと、想定区域図から今、現状にかけてこういうものがもう

なくなっているのか、あるいはまだこういうものが残っているのかと

か、その辺が災害リスクとともに、河道周辺の中でリスクを回避した

住み方とか、土地利用のところにつながっていくのではないかと思い

まして聞きました。以上です。 

【中北委員長】  ありがとうございます。あと、立川委員まで御意見をいただいて、

一旦お答えいただくようにしたいと思います。よろしいですかね。立

川委員、よろしくお願いします。 

【立川委員】  ありがとうございます。２４ページのｄ４ＰＤＦの図の作成、これ

は本当にどうもありがとうございます。この左上のところですけれど

も、３３７ミリよりも左側の雨量のところで、青丸のところが１万㎥

／s、要するに今回定めた基本高水７,０００㎥／sを大きく上回るよ

うな計算結果が幾つか出ていて、しかも過去実験は２回だったのが、

これが将来実験だとすごく、６つぐらいありますかね。数が大きくな

っているので、これはもう計画に活かさないまでも、どのような降雨

パターンだったのかというのを次回にでも紹介していただけるとあり

がたいです。よろしくお願いします。 

【中北委員長】  大事な点、ありがとうございました。それでは、今までの御質問等

に回答をお願いしてよろしいですか。 

【事務局】  まず、佐山委員からいただきました２３ページ左下の図ですけれど

も、これは対象降雨量に引き伸ばす前の、拡大前の値があると思いま

すが、そもそもそれをここに書くのがいいのかどうか、整理したいと

思いますが、１対１対応にはなっていないものが左下に入ってしまっ

ているということでございます。それから、知花委員からいただいた

ことですけれども、この２日５３０ミリで設定されていて、雨に関し

ては計画規模を上回るという説明もしたのですが、流量は小さいとい

う説明もさせてもらいました。これは後で立川先生とかからいただい

た話とも関係してくるんですけれども、ここの実績の降り方もそうで



 

48 

 

発言者 内容 

すし、２６ページの中で、まず棄却した１万㎥／s超えている降雨、

これはどういう雨だという御指摘もこの視察のときにもいただいたの

で、この分析の話と、さらに言うと、立川委員からいただいた２４ペ

ージのアンサンブルの中で、今、３３７ミリに近いところを点線で幅

を取っていますけれども、その左側の方に、雨に対して流量が結構た

くさん出るみたいな雨も見つけたということで、どうしてこういうこ

とが起こるのかというのを整理させていただきたいと思います。それ

から、事前放流については雨によって効く、効かないというのがあっ

て、どうしてもそこは万能ではないという話と、あと、ダムの放流能

力によって効く、効かないみたいな話も、利水ダムだと放流能力が小

さいので、なかなか効きにくいというのもあったりしますし、そこは

雨によって、水系によって変わってくるところです。どうしても、現

状でどれだけ効果があるかということを考えると、いろいろなものが

あるという状態だと思います。改造できるかどうかという課題もある

んですけれども、改造すると変わってくるのですが、現状評価として

は、今、そういった状況にあるところでございます。それから、知花

委員のＰ１４は、環境のものは、今、答えられないので、ちょっと勉

強させてください。それから、清水委員からのご指摘の１０ページの

平成５年被害の七瀬川は外水です。それから、清水委員からのご指摘

の、この浸水想定が何でこうなるかというのは、少なくとも地形上、

下流で湛水するような感じになっていないということではあろうと思

いますが、もうちょっと検討させてもらいたいと思います。以上で

す。 

【中北委員長】  ありがとうございます。今の、こちら課長の方から何かよろしいで

すか。いいですか、何か言いたそうにしていたから。笠井課長、よろ

しいですか。じゃ、よろしくお願いします。それでは、中村太士委

員、秋田委員、よろしくお願いいたします。 

【秋田委員】  生物の話題ではなく申し訳ありません。まず、基本的な情報に関す

る５ページ目について、３つ目の丸で、「大分臨海工業地帯が拡がっ

ている」と記載されていますが、この工業地帯が大分に集積している

人口を支えている基盤になっているはずです。単に「拡がっている」

という表現ではなく、大分の経済の基盤であることや、人口集積の基

盤であるということを丁寧に書いていただきたいと思いました。それ

に関連してなのですが、７ページについて、やや細かいところです

が、立地適正化計画の大分市の拠点区域等というところで、赤でくく

っていただいているところの２個目赤枠に、都市機能集積にふさわし

くない工業系用途地域は除外という部分が含まれています。これは都

市計画固有の考え方によるものですが、立地適正化計画の都市機能誘
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導区域や居住誘導区域に工業地域は入れないことになっています。こ

のため、この部分を赤枠で示すのは違和感があります。工業地域はこ

の地域にとっては非常に重要な土地利用となっていますが、工業地域

は立地適正化計画では誘導対象外という前提になっているため、四角

は上の部分だけで良いかと思いました。以上です。 

【中北委員長】  ありがとうございました。では、中村太士委員、よろしくお願いし

ます。 

【中村（太）委員】  東野委員が実施されていた委員会ですね。私もすばらしいなと思っ

て、現地でもその話を聞きました。１３ページです。これは方針が決

まった後に定量的な環境目標をつくったとき、たしか計画の段階では

なくて実施したときに、私もこういう委員会が必要だなと思っていま

した。それがもう実践されているということで、今回は方針なので、

これを方針にどんな形で書き入れるのかがもし分かれば教えてくださ

い。できれば整備計画につなげるような形で書いていただけるといい

のかなと思いました。それから、生態系ネットワークのところはきち

んと今回も書いていただけて、現地を見せていただいて、その後こう

いった形での整備がなされたということで、よかったなと思いまし

た。最後の方のグリーンインフラの取組も、当初の資料と比べるとす

ごくよくなっていて、実は先ほど鳴瀬川のグリーンインフラの取組、

字も見えないし何が書いてあるのかよく分からなかったのですが、こ

ちらについてはきちんと内容を書いていただけていて、前と比べると

よくなっているなという感じがしました。現地で掘削する際に河床礫

を取ってしまって、基岩と言ってはいけないのかもしれないですけれ

ども、ただ、岩のような昔の堆積物のようなものが出来ていて、侵食

して、線のような形があって、ああいうのが一回露岩してしまうと、

北海道の事例だと乾湿風化を繰り返してしまって、急激に河床低下す

る例を私は見ているんですけれども、ここについてはそういうことが

ないのかどうかを教えてくださいと、たしか現地のコメントで言った

はずなのですが、今回は時間がなかったのか、それが書かれてなかっ

たので、次回でも結構ですので教えてください。下流側を見たときは

湿地の植生がもう既に成立していたので、ひょっとするとここについ

ては、そういった風化による河床低下が起きないのかもしれません。

よろしくお願いします。以上です。 

【中北委員長】  ありがとうございます。それでは、片野委員、お願いしてよろしい

ですか。 

【片野委員】  御説明ありがとうございます。私からは１４ページですけれども、

ハクセンシオマネキが好むような生息地盤高になるような掘削を行っ

たと、治水と環境の両立を目指した河道整備の中でそういったことを
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行ったという話をお聞きしたいんですけれども、先ほど知花委員から

もあったのですが、この写真の方が、施行後２年が令和４年ですと。

その下のグラフが、掘削前の状態とほぼ同じように戻ってきたという

のが施行後３年目ということで、令和４年の出水のときに何があった

のかというお話が知花委員からもあったんですけれども、こういうふ

うに現在というか、環境の変化と生物の変化に対応できるようなもの

で議論ができるような写真がいただければと思いました。このハクセ

ンシオマネキって、感潮域、朔望の平均の干潮位のときにでも、乾か

ないようなところがいいんですけれども、かといって、びしょびしょ

に濡れているような下の方にはいないので、そう考えると、今回の河

道整備でつくった干潟というもの、施行直後のものを見ますと、本当

に乾いた部分と掘り込んだ部分、ワンドのようになっているように見

える部分と２つつくっておられるんですけれども、そういうふうにつ

くった理由というのが、ハクセンシオマネキだけではなくて、ワンド

の中にいるようなヒモハゼとか先ほど書いてありましたが、そういっ

たのを狙ったものなのかよく分からないなと思うところがあって、そ

ういったところを丁寧に書いていただければと思いました。ハクセン

シオマネキつながりで、その後もちょっとうんと思って見ていたので

すが、４５ページですけれども、これが干潟の面積のグラフ、ヒモハ

ゼの個体数、ハクセンシオマネキの個体数とありまして、個体数の縦

軸の単位が単純に「匹」となっているのですが、これがどういった単

位なのか。何平方メートル当たり何匹とかそういったことを書いてい

ただかないとちょっと分かりづらくて、しかも個体数が２とか４と

か、その辺で大きな変化が見られないと書いてあるのですが、これは

見方によってはもうほぼいませんというふうなデータにも匹数から読

み取れるので、そういったところを丁寧に書いていただければと思い

ました。あとは大丈夫です。私からは以上です。 

【中北委員長】  どうもありがとうございました。それでは、もう簡単にお答えいた

だくという感じでお願いして……手が挙がった、失礼しました、髙村

委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

【髙村委員】  すみません、時間がない中で。視察のときにも申し上げたのです

が、１６ページの整備イメージという図が私は気に入らないというふ

うに申し上げました。大切な場と人が認識し、人が利用しないと保全

されない、ということはよく分かるのですが、あまりに公園のような

整備イメージなので。我々の生活全般、つまり人間の生活自体が自然

の生態系機能に依存しており、その生態系機能を上手く発揮させるよ

うな管理を心がけないと、生物多様性は守れないということが、こう

いう図では反映されていないと思いました。その辺を少しお考えいた
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だいて、この整備空間にも生き物を保全する場所を少し考えていただ

くとか、そういうプランにして実施していただけるとうれしいなと思

いました。以上です。 

【中北委員長】  どうもありがとうございます。それでは、最後、事務局、よろしく

お願いいたします。 

【事務局】  次回までに検討させていただきたいと思います。 

【中北委員長】  皆さん、そういう御回答ですが、よろしいでしょうか。数字のやつ

は気になるんだけどな……どうぞ、中村委員。 

【中村（太）委員】  ごめんなさい。次回までで結構です。これは多分、この大分川の議

論ではないということで、５０ページの川と人とのつながりのところ

を見ると、放流が書いてあるんですよ、稚アユの放流が。それで放流

についての問題提起です。最近、うちからノースカロライナ大学に行

った照井君が「ＰＮＡＳ」といういいジャーナルに、放流がサクラマ

スの個体数や、サクラマス以外の種数も減らすということを論文とし

て載せているんです。昨今、この放流を安易にやるのは決していいこ

とではないということが、研究者の中では議論されています。先日、

高橋勇夫さんという高知のアユをずっと研究、実践をやられている方

の講演をお聞きする機会があって、アユについても同じようなことが

起こっているというお話でした。ということで、放流については国土

交通省として奨励するのは良くないと思います。一方で、地域産業と

してあるので、簡単にそれを止めるなんていう議論ではないと思いま

す。必要なときは放流するという議論があってもいいと思うのです

が、何となく人とのつながりが全て放流になっているのが、今後もそ

ういう形で何かエンカレッジしているような、そういうふうに見るの

は、現状の研究から言うとちょっと違和感があるので、それを伝えて

おきたいと思いました。以上です。 

【中北委員長】  どうもありがとうございます。回答は同じということで、次回もま

たよろしくお願いいたします。それでは、私の司会に不手際があって

１５分オーバーして、何時からやったっけ、４時から勉強会、意見交

換会がありますので、ここで閉じさせていただきたいと思いますの

で、一緒に御議論いただきまして、ありがとうございました。議事録

につきましては、各委員に内容を御確認いただいた後に国交省ウェブ

サイトで一般公開とさせていただきます。本日の３つの川の議論は以

上とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

【事務局】  中北委員長、ありがとうございました。また、委員の皆様におかれ

ましては、長時間にわたってご議論いただきまして、ありがとうござ

いました。それでは閉会します。ありがとうございました。 

 


